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(54)【発明の名称】医療システム及びそれを実行する方法

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
制御装置として機能するサーバーと、
患者に使用される情報処理用端末を有し、
前記サーバーは、
心理社会的問題、生活適応やストレス等に対して患者がどの程度適応的に行動できている
のか或いは非適応的に行動しているのかをアセスメントする機能を有するブロック、及び
／又は、特定の疾患に特徴的な症状に対しても患者がどの程度適応的に行動できているの
か或いは非適応的に行動しているのかをアセスメントする機能を有するブロックを有し、
前記ブロックのアセスメントの結果を分析して患者を、認知行動療法の指標を含む複数の
指標の統計処理の組み合わせから、行動に基づく複数の特定の集団に分類し、以て、心因
性の疾患に関する行動特性を分類する機能を有することを特徴とするシステム。
【請求項２】
分類された集団と対応する治療モジュールを選択し、選択された治療モジュールを前記患
者に提供する機能を有するブロックを有する請求項１のシステム。
【請求項３】
前記複数の指標はアセスメントを行った複数の指標の一部の指標を用いて特定の集団に分
類する請求項２のシステム。
【請求項４】
日常生活下データを取得する装置を備えている請求項１～３の何れか１項のシステム。
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【請求項５】
医療機関側で使用される情報処理用端末を備える請求項１～４の何れか１項のシステム。
【請求項６】
幹細胞を用いた再生医療や幹細胞の培養上清を用いた治療と併用される請求項１～５の何
れか１項のシステム。
【請求項７】
配偶者またはパートナーとの関係性の問題、勃起障害、うつ病、強迫症、パニック症、広
場恐怖症、全般性不安症や社交不安症やスピーチ不安、限局性恐怖症、心的外傷後ストレ
ス障害、不眠症、過敏性腸症候群、摂食障害と肥満、肥満その他の生活習慣病、双極性障
害、境界性パーソナリティー障害、注意欠如・多動症、慢性または持続性疼痛、性機能障
害、勃起障害以外の配偶者またはパートナーとの関係性の問題、アルコール依存その他の
各種依存症、統合失調症及び他の重度精神病、不妊症、アトピー性皮膚炎、過活動膀胱、
アンチエイジングに関する疾患、更年期障害、心因性視覚障害、歯科心身症、醜形恐怖症
、月経前症候群の何れかの疾病の治療に適用される請求項１～６の何れか１項のシステム
。
【請求項８】
請求項１～７のいずれか１項のシステムに用いられるサーバー。
【請求項９】
請求項１～７のいずれか１項のシステムに用いられるプログラム。
【請求項１０】
制御装置として機能するサーバーと、患者に使用される情報処理用端末を有し、前記サー
バーは、心理社会的問題、生活適応やストレス等に対して患者がどの程度適応的に行動で
きているのか或いは非適応的に行動しているのかをアセスメントする機能を有するブロッ
ク、及び／又は、特定の疾患に特徴的な症状に対しても患者がどの程度適応的に行動でき
ているのか或いは非適応的に行動しているのかをアセスメントする機能を有するブロック
を有し、前記ブロックのアセスメントの結果を分析して患者を、認知行動療法の指標を含
む複数の指標の統計処理の組み合わせから、行動に基づく複数の特定の集団に分類し、以
て、心因性の疾患に関する行動特性を分類する機能を有するシステムを使用する方法にお
いて、
心理社会的問題、生活適応やストレスに対して、患者がどの程度適応的に行動できている
のか、或いは非適応的に行動しているのかをアセスメントする工程を有し、
前記アセスメントの結果を分析して患者を、認知行動療法の指標を含む複数の指標の統計
処理の組み合わせから、行動に基づく複数の特定の集団に分類する心因性の疾患に関する
行動特性を分類することを特徴とする方法。
【請求項１１】
前記システムは提供ブロックを含み、前記提供ブロックで、分類された集団と対応する治
療モジュールを選択し、選択された治療モジュールを前記患者に提供する工程を含む請求
項１０の方法。
【請求項１２】
前記情報処理用端末は、心拍数、血圧、血中酸素濃度、歩数、睡眠時間、睡眠の質、活動
量、行動範囲、血糖値等の生理データの生態学的瞬間評価、および/または、匂いセンサ
ー、脳波センサー、脳血流センサーのデバイスから得られた情報を前記サーバーに送信す
る機能を有する請求項１～７の何れか１項のシステム。
【請求項１３】
前記サーバーにより構成されるＡＩを利用して、音声の解析、疾病予測、アルゴリズム開
発、患者毎のカスタマイズを行う請求項１～７の何れか１項のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、情報処理端末（例えばスマートフォン）及び情報処理ネットワークシステム（
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例えばインターネット）を介して、医者と患者が直接面会することなく診断・治療・予防
・再発防止・早期発見・合併している疾病の発見等を行うための医療技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、情報処理端末及び情報処理ネットワークシステムを介して、医者と患者が直接面会
することなく治療を行うための技術（いわゆる「治療用アプリ」）が開発されている（例
えば、特許文献１、特許文献２）。
そのような技術では、医療施設へ通うのが困難な過疎地や遠隔地に居住する患者の治療が
可能である。また、プライバシーの関係で「治療を行っている」という事実を出来る限り
秘匿したいという要請を有し、専門医師或いは専門家による治療を望まない患者であって
も受診率を向上することが可能である。
【０００３】
従来技術（例えば特許文献１、２）に係るシステムでは、疾患を特定し、当該疾患に特徴
的な症状の有無に注目しており、全ての患者に対して同一の治療を行うことが基本である
が、治療が上手くいかない患者に対しては手詰まりとなる可能性が高い。
ＣＢＴ（認知行動療法）は、身体疾患および精神疾患への汎用性が高く、その治療効果が
注目されている。ＣＢＴ、特にプロセスベースドＣＢＴ（プロセスに基づく認知行動療法
）では、当該疾患に特徴的な症状の有無のみに着目するのではなく、心理社会的問題、生
活適応やストレス等の様々な疾患に共通している要因に基づいて患者を理解していくこと
が重要である。そのためには、日常生活下データを活用しながら、心理社会的問題、生活
適応やストレス等に対して、患者がどの程度適応的に行動できているのか、或いは非適応
的に行動しているのかをアセスメント（評定）すること、さらには当該疾患に特徴的な症
状に対しても、患者がどの程度適応的に行動できているのか、或いは非適応的に行動して
いるのかをアセスメントすることが不可欠である。上記のような個別のアセスメントに基
づくことで、その患者に最適な治療を実施することが可能となるが、従来技術（例えば特
許文献１、２）では、係るアセスメントは行われていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第６３３９２９８号公報
【特許文献２】特許第６２４５７８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
本発明は上述した従来技術の問題点に鑑みて提案されたものであり、情報処理端末及び情
報処理ネットワークシステムによる診断・治療・予防等を行う医療システム及び当該シス
テムを用いた方法であって、プロセスベースドＣＢＴによる医療のネットワークでの提供
を可能とする。具体的には、日常生活下データを活用しながら、心理社会的問題、生活適
応やストレス等に対して患者がどの程度適応的に行動できているのか或いは非適応的に行
動しているのかをアセスメントする診断横断的アセスメント、及び／又は、当該疾患に特
徴的な症状に対しても患者がどの程度適応的に行動できているのか或いは非適応的に行動
しているのかをアセスメントする疾患特異的アセスメントの結果に基づいて、その患者に
最適な医療を提供する（治療を実施する）システム及びそれを実行する方法の提供を目的
としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
本発明のシステム（１００）は、
制御装置（１）として機能するサーバー（１０）と、
患者に使用される情報処理用端末（３）を有し、
前記サーバー（１０）は、
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日常生活下データを活用しながら、心理社会的問題、生活適応やストレス等に対して患者
がどの程度適応的に行動できているのか或いは非適応的に行動しているのかをアセスメン
トする機能を有するブロック（１０Ａ１：診断横断的アセスメントパート）、及び／又は
、当該疾患に特徴的な症状に対して患者がどの程度適応的に行動できているのか或いは非
適応的に行動しているのかをアセスメントする機能を有するブロック（１０Ａ２：疾患特
異的アセスメントパート）と、
前記ブロック（診断横断的アセスメントパート１０Ａ１及び／又は疾患特異的アセスメン
トパート１０Ａ２）のアセスメント（診断横断的アセスメントパート１０Ａ１のアセスメ
ント、及び／又は、疾患特異的アセスメントパート１０Ａ２のアセスメント）の結果を分
析して患者を特定の集団（スタック或いはグループ）に分類し、分類された集団と対応す
る（例えばリンク付けされた）治療モジュールを選択する機能を有するブロック（１０Ｂ
：モジュール選択パート）を有することを特徴としている。
本発明のシステムでは、診断横断的な部分と疾患特異的な部分とを併せ持つプラットフォ
ームを構成していることが好ましい。
或いは、本発明のシステム（１００）は、制御装置（１）として機能するサーバー（１０
）と、患者に使用される情報処理用端末（３）を有し、前記サーバー（１０）は、
日常生活下データを活用しながら、心理社会的問題、生活適応やストレス等に対して患者
がどの程度適応的に行動できているのか或いは非適応的に行動しているのかをアセスメン
トする機能を有するブロック（１０Ａ１：診断横断的アセスメントパート）、及び／又は
、当該疾患に特徴的な症状に対して患者がどの程度適応的に行動できているのか或いは非
適応的に行動しているのかをアセスメントする機能を有するブロック（１０Ａ２：疾患特
異的アセスメントパート）、または、
前記ブロック（診断横断的アセスメントパート１０Ａ１及び／又は疾患特異的アセスメン
トパート１０Ａ２）のアセスメント（診断横断的アセスメントパート１０Ａ１のアセスメ
ント、及び／又は、疾患特異的アセスメントパート１０Ａ２のアセスメント）の結果を分
析して患者を特定の集団（スタック或いはグループ）に分類し、分類された集団と対応す
る（リンク付けされた）治療モジュールを選択する機能を有するブロック（１０Ｂ：モジ
ュール選択パート）を有することを特徴としている。
【０００７】
ここでサーバー（１０）としては、コンピュータその他の情報処理機械により構成される
。
そして、日常生活下データは、日常生活の中で様々な質問に答えてもらうことで収集する
心理データや、心拍数、血圧、血中酸素濃度、歩数、睡眠時間や睡眠の質（眠りが深い・
浅い等）、活動量、行動範囲（行動履歴：例えばＧＰＳにより計測・取得）、血糖値等の
生理データ、行動データを含んでいる。すなわち、日常生活下データは心理・行動・生理
データを包含する。
また本発明のシステム（１００）において、日常生活下データを取得する装置（例えばス
マートフォン、パーソナルコンピュータ等の情報処理機能及び通信機能を有する電子装置
）を備えていてもよい。
そして、医療機関側で使用される情報処理用端末（４）を備えることもできる。
本発明では、日常生活下データを活用して、アクセプタンス＆コミットメント・セラピー
（ＡＣＴ）における「心理的柔軟性」や「マインドフルネス」の程度を可視化することも
出来る。
【０００８】
本発明の方法は、上述したシステム（請求項１～３の何れか１項のシステム）を実行する
方法において、日常生活下データを活用しながら、心理社会的問題、生活適応やストレス
等に対して、患者がどの程度適応的に行動できているのか、或いは非適応的に行動してい
るのかをアセスメントする工程（Ｓ４）と、前記ブロックのアセスメント（診断横断的ア
セスメントパート１０Ａ１のアセスメント）の結果を分析して患者を特定の集団（スタッ
ク或いはグループ）に分類し、分類された集団とリンク付けされた治療モジュールを選択
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する工程（Ｓ７～Ｓ９）を有することを特徴とする。
本発明の方法においては、上記に加えて、当該疾患に特徴的な症状に対して、患者がどの
程度適応的に行動できているのか、或いは非適応的に行動しているのかをアセスメントす
る工程（Ｓ６：疾患特異的アセスメントパート１０Ａ２のアセスメント）を備え、
前記治療モジュールを選択する工程（Ｓ７～Ｓ９）では、当該疾患に特徴的な症状に対し
て、患者がどの程度適応的に行動できているのか、或いは非適応的に行動しているのかの
結果も分析して患者を特定の集団（スタック或いはグループ）に分類するのが好ましい。
【０００９】
本発明は、配偶者またはパートナーとの関係性の問題、勃起障害、うつ病、強迫症、パニ
ック症、広場恐怖症、全般性不安症や社交不安症やスピーチ不安、限局性恐怖症、心的外
傷後ストレス障害、複合性不安障害、不眠症、過敏性腸症候群、摂食障害と肥満、肥満そ
の他の生活習慣病、双極性障害、境界性パーソナリティー障害、注意欠如・多動症、慢性
または持続性疼痛、性機能障害、勃起障害以外の配偶者またはパートナーとの関係性の問
題、アルコール依存その他の各種依存症、統合失調症及び他の重度精神病、全般性不安症
や社交不安症やスピーチ不安その他の不安症、限局性恐怖症、不妊症（男性、女性）、ア
トピー性皮膚炎、過活動膀胱（尿失禁）、アンチエイジング、更年期障害、月経前症候群
（ＰＭＳ）、心因性視覚障害、歯科心身症、醜形恐怖症等について適用することが好まし
い。
本発明の実施に際して、例えば心因性ＥＤの場合における特定の集団の分類（クラスタ分
析）には、３つの指標「ＥＤにおける心理学柔軟性」ＡＦＱ－ＥＤ、「パートナーとの性
に関するコミュニケーション」ＳＲＱ、「全般的な心理的柔軟性」ＰＦＱを用いることが
できる。
【００１０】
本発明において、患者の服薬等の治療・行動を記録して、当該記録を医師がチェックカレ
ンダーの各日付に患者の服薬（治療）の記録や、行動記録（例えばＥＤ患者であれば性行
為に関する記録）を記載できるように構成し、カレンダーの各日付の記録を医師がチェッ
クできるように構成するのが好ましい。
また、所定期間（例えば２週間）毎に医師による診察（通院による診察、オンラインによ
る診察を含む）を行い、治療方針や治療に用いられる薬剤の処方等を決定することが出来
る。当該診察に際して、改めてアセスメント（診断横断的アセスメント、疾患特異的アセ
スメント）を実行し、クラスタ分析に基づく特定の集団への分類を行い、患者に提供する
ワーク等を新たに設定することが出来る。改めて実行されたアセスメントの結果は、医師
による診察において活用することも可能である。ここで、医師による診察、新たに設定さ
れた治療方針、薬剤の処方等については、記録される。
患者が属する特定の集団（例えばクラスタ１）を変更せず、日常生活下データ、ＥＭＡの
変化に対応して、治療方針、処方、ワーク内容等を変更することも出来る。
新たなワークを提供することにより、それぞれの患者にとって最適な治療を提供すること
が可能である。
【発明の効果】
【００１１】
上述の構成を具備する本発明によれば、診断横断的アセスメントにより、日常生活下デー
タを活用しながら、心理社会的問題、生活適応やストレス等に対して、患者がどの程度適
応的に行動できているのか、或いは非適応的に行動しているのかをアセスメントすること
が可能となる。
さらに、疾患特異的アセスメントにより、当該疾患に特徴的な症状に対して、患者がどの
程度適応的に行動できているのか、或いは非適応的に行動しているのかをアセスメントす
ることが可能となる。これらのアセスメントに基づくことで、その患者に最適な治療モジ
ュールを提供することが出来る。特に、疾患を特定して治療するだけでは改善しない事例
に対して、極めて効果的な医療（治療、診断、予防・再発防止・早期発見・合併している
疾病の発見等）を提供することが出来る。
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ここで本発明では、「結果」ではなく、「プロセス」に着目する。例えば、心因性ＥＤの
患者であれば、「勃起しない」という症状（ここでの「結果」）が改善したか否かよりも
、当該患者の心理的「プロセス」の段階が進み、心の使い方が向上したか否かに着目する
。心理的プロセスの段階が進み、心の使い方が向上すれば、新しい行動パターンの獲得、
学習が行われたことになり、上述の心因性ＥＤの患者であれば、「勃起しなくとも大丈夫
」、「パートナーとの付き合いは性行為が全てではない」というように考え方の幅が広が
り、その結果、心因性ＥＤの改善・治癒や生活の質が向上する。
【００１２】
本発明によれば、最適な治療モジュールを提供し以てプロセスベースドＣＢＴによる治療
を実行することで、患者毎、或いは疾患の種類毎にカスタマイズした上で一定の効果を上
げることが可能である。そして、量的測定指標を用いて診断横断的なアセスメント、疾患
特異的なアセスメントを実行してクラスタ分析を行うことにより、治療の最適化が図られ
る。例えば、配偶者またはパートナーとの関係性の問題、勃起障害、うつ病、強迫症、パ
ニック症、広場恐怖症、全般性不安症や社交不安症やスピーチ不安、限局性恐怖症、心的
外傷後ストレス障害、不眠症、過敏性腸症候群、摂食障害と肥満、肥満その他の生活習慣
病、双極性障害、境界性パーソナリティー障害、注意欠如・多動症、慢性または持続性疼
痛、性機能障害、勃起障害以外の配偶者またはパートナーとの関係性の問題、アルコール
依存その他の各種依存症、統合失調症及び他の重度精神病、不妊症（男性、女性）、アト
ピー性皮膚炎、過活動膀胱（尿失禁）、アンチエイジング、更年期障害、月経前症候群（
ＰＭＳ）、心因性視覚障害、歯科心身症、醜形恐怖症等に対して、治療効果を発揮するこ
とが出来る。また、患者の自殺の防止にも効果的である。さらに、上述した疾患が合併し
ていても治療効果を発揮することが出来る。
そして本発明によれば、複数の合併する疾患症状／状態でのアセスメントも可能であり、
最適な診断横断的治療法を提案或いは提供することが出来る。例えば、心因性ＥＤのアプ
リにおいて、抑うつ、不安、糖尿等の合併傾向もアセスメントの結果から分析することが
出来る。或いは、複数の不定愁訴から更年期障害のアセスメントが出来る。
【００１３】
さらに、本発明を適用することにより、心理社会的問題、生活適応やストレス等に対して
、患者が適応的に行動できていれば、コロナウィルス等の感染症の予防や、アフターコロ
ナの不安症等に対しても適用可能である。
また、幹細胞を用いた再生医療や幹細胞の上清を用いた治療と、本発明の治療用アプリと
を組み合わせ、併用することで、より高い治療効果が期待できる。
それに加えて本発明によれば、量的測定指標や客観的なモニタリング手法、クラスタ分析
を用いることが出来るので、第三者に対してプログラムのアルゴリズムを明確に説明する
ことが可能であり、実際の結果による証拠とすることが容易である。そのため、各種承認
に際して提出するべき必要な資料（客観的な証拠データや、それに用いられたシステムの
説明等）の作製が容易である。
【００１４】
本発明に係るシステム或いは方法は、複数名で一緒に使用することが可能である。そして
、ＥＤや不妊症（男性、女性）の患者におけるパートナー、うつ病や不安障害の患者にお
ける家族や援助者等が、治療等に必要な情報やコンテンツを患者と共有し、治療モジュー
ルに係るエクササイズを患者と共同で実行することで、患者と伴走することが出来て、疾
患や、援助の仕方についての理解と実践を深めることが出来る。
そして、患者が積極的に治療方針の決定に参加し、その決定に従って治療を受けること（
アドヒアランス）が確立し、治療効果の向上を図ることが出来る。
上述した様な作用効果を奏する本発明によれば、治療のパーソナライズ化を図ることが可
能である。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の実施形態に係るシステムの概要を示す機能ブロック図である。
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【図２】実施形態で用いられるサーバーの機能ブロック図である。
【図３】図２におけるモジュール選択パートの機能ブロック図である。
【図４】実施形態で用いられる患者側電子装置の機能ブロック図である。
【図５】実施形態で用いられる医療機関側電子装置の機能ブロック図である。
【図６】実施形態の制御において、初めてアクセスした場合を示すフローチャートである
。
【図７】実施形態の制御において、二回目以降にアクセスした場合のフローチャートであ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
以下、添付図面を参照して、本発明の実施形態について説明する。図示の実施形態では、
プロセスベースドＣＢＴを心因性勃起障害（ＥＤ）患者の医療（治療、診断、予防・再発
防止・早期発見・合併している疾病の発見等）に適用する場合について説明する。ただし
、本発明は心因性ＥＤのみならず、他の性機能障害、配偶者またはパートナーとの関係性
の問題、うつ病、強迫症、パニック症、広場恐怖症、全般性不安症や社交不安症やスピー
チ不安、限局性恐怖症、心的外傷後ストレス障害、不眠症、過敏性腸症候群、摂食障害と
肥満、肥満その他の生活習慣病、双極性障害、境界性パーソナリティー障害、注意欠如・
多動症、慢性または持続性疼痛、性機能障害、勃起障害以外の配偶者またはパートナーと
の関係性の問題、アルコール依存その他の各種依存症、統合失調症及び他の重度精神病、
不妊症（男性、女性）、アトピー性皮膚炎、過活動膀胱（尿失禁）、アンチエイジング、
更年期障害、月経前症候群（ＰＭＳ）、心因性視覚障害、歯科心身症、醜形恐怖症等につ
いても適用可能である。また、これらの疾患が合併していても適用可能である。
【００１７】
図１において、全体を符号１００で示すシステムは、制御装置１とデータベース１０Ｆを
含むサーバー１０（例えばコンピュータ）、患者に使用される情報処理端末３（患者側の
情報処理用端末）、医療機関で使用される情報処理端末４（医療機関側の情報処理端末）
を有しており、これらは例えば情報処理ネットワーク２０（例えばローカルエリアネット
ワーク或いはインターネット）により相互に接続されている。
サーバー１０の詳細は図２を参照して後述するが、図１における制御装置１は、図２にお
ける各種パートを包括的に表示した機能ブロックである。
ここで「患者」なる文言は、心因性ＥＤ等に罹患している可能性が有ることを自ら認識し
ており、且つ、その治療を行う意思のある個人を意味している。換言すれば、「患者」な
る文言は、医療機関において医師、その他の関係者の指導により当該治療を行っている者
のみに限定される訳ではなく、第三者が見れば「健常」と判断されるような者も包含し得
る。
【００１８】
図１において、患者側の情報処理用端末３は「日常生活下データを取得する装置」であり
、例えばスマートフォン或いはパーソナルコンピュータ（ＰＣ、パソコン）等の情報処理
機能及び通信機能を有する電子装置により構成することが出来る。或いは、日常生活下デ
ータを取得する装置として、ウェアラブル機器等を用いることも出来る。日常生活下デー
タは、日常生活の中で様々な質問に答えてもらうことで収集する心理データを含む。また
、例えば心拍数、血圧、血中酸素濃度、歩数、睡眠時間や睡眠の質（眠りが深い・浅い等
）、活動量、行動範囲（行動履歴：例えばＧＰＳにより計測・取得）、血糖値等の生理デ
ータ、行動データも含んでいる。
医療機関側の情報処理端末４は、情報処理機能及び通信機能を有する電子装置（例えばＰ
Ｃ）を利用することが出来るが、スマートフォンを利用することも可能である。
【００１９】
ここで患者側の情報処理用端末３（例えばスマートフォン）はライン３Ｌ、ネットワーク
２０を介してサーバー１０にアクセスするツールとして用いられるのみならず、サーバー
１０における診断横断的アセスメントに役立てるため、患者の「日常生活下データ」を計
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測しサーバー１０側に送信するためのツールとしても機能する。日常生活下データの計測
やサーバー１０の診断横断アセスメントパートへの送信という機能は、係る機能を実行す
るための専用アプリを、患者側の情報処理用端末３であるスマートフォンにインストール
することにより可能になる。
そのような専用アプリをインストールする場合には、患者側の情報処理用端末３とネット
ワーク２０とを接続する情報伝達ライン３Ｌ（有線或いは無線の場合が存在する）は、サ
ーバー１０にアクセスするためのアクセスラインであり、且つ、情報処理用端末３で計測
した患者の日常生活下データをサーバー１０に送信するための情報伝達ラインでもある。
【００２０】
サーバー１０におけるデータベース１０Ｆには、患者の情報（例えば患者のＩＤに対応さ
せた診療履歴情報等）や心因性ＥＤ治療に関する情報（治療方法、服薬履歴を含むＰＤＥ
５阻害薬に関する情報、プロセスベースドＣＢＴに関する情報等）が記憶されている。な
お、診療履歴における診療には、情報端末を介しての診療及び医療機関での診療が含まれ
る。
図１には示されていないが、複数の患者側の情報処理端末３及び複数の医療機関側の情報
処理端末４をネットワーク１０に接続することも出来る。
また、図１ではデータベース１０Ｆは制御装置１と共にサーバー１０に内蔵されている。
ただし、データベース１０Ｆをサーバー１０とは別個に構成し、ネットワーク２０を介し
てサーバー１０に接続することも可能である。
【００２１】
サーバー１０はビックデータ或いはビックデータを用いたシステム３０と結合可能である
。ビックデータ或いはビックデータを用いたシステム３０と結合することにより、サーバ
ー１０におけるアセスメントや治療モジュールの選択の結果、治療の状況等をビックデー
タの一部として活用出来ると共に、ビックデータを活用して得られた知見をサーバー１０
の向上に役立てることが可能になる。
図示はされていないが、上述のビックデータを活用して得られた知見、情報をＡＩ（人工
知能）のアルゴリズム構築に取り入れ、ＡＩを用いた医療用アプリに発展させることも可
能である。
【００２２】
図示の実施形態に係るシステム１００におけるサーバー１０について、機能ブロックであ
る図２を参照して説明する。
図示の実施形態では、診断用アプリ（アセスメントモジュール）と治療・予防用アプリ（
治療モジュール・評価モジュール）が一体に表現されているが、診断用アプリ（アセスメ
ントモジュール）と治療・予防用アプリ（治療モジュール・評価モジュール）を別体に構
成し、診断用アプリ（アセスメントモジュール）のアセスメント結果に対して、治療・予
防用アプリ（治療モジュール・評価モジュール）が処方する（医師が処方する場合も含む
）様に構成することが出来る。
図２において、サーバー１０（図２では破線で示す）は、アセスメントパート１０Ａ、モ
ジュール選択パート１０Ｂ、治療モジュールパート１０Ｃ、評価パート１０Ｄ及びログイ
ン・認証パート１０Ｈを有している。明確には図示されていないが、図示の実施形態では
、診断横断的アセスメントパート１０Ａ１と、疾患特異的アセスメントパート１０Ａ２と
を併せ持つプラットフォームを構成している。
また図２において、情報伝達ラインＳＬ１・・・は、有線のみならず、無線の場合もある
。
【００２３】
患者側端末３からサーバー１０への通信の入口に相当するログイン・認証パート１０Ｈで
は、患者側の情報処理端末３からのＩＤ、パスワードが入力されると、当該患者の認証を
実施する。ログイン・認証パート１０Ｈは、当該患者の正当性、信頼性を以前のデータを
確認して、認証結果（偽物ではない正当な患者である旨の情報）を質問パート１０Ｑに送
信する。
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明確に図示はされていないが、サーバー１０において、患者への成りすまし防止等のセキ
ュリティ対策は、例えば公知技術を用いて実行されている。そして、係るセキュリティ対
策は、図示の実施形態ではログイン・認証パート１０Ｈに施されており、患者への成りす
まし、その他の不正行為に対してシステム１００を保護している。アクセスしてきた者が
患者に成りすました偽者の場合には、ログイン・認証パート１０Ｈで当該アクセスを遮断
し、質問パート１０Ａ以降への情報伝達を遮断する。
【００２４】
ログイン・認証パート１０Ｈでは、例えば処方ＩＤとパスワードを発行し、アクセスして
きた者（患者）の本人確認を行う機能を有している。図示はされていないが、例えば患者
本人の同意により、システム１００にアクセスする回数や最初にアクセスしてからの期間
を適宜設定して、設定した回数や期間を超えた場合には非アクティベートすること、或い
は、アクセスに制限を掛けることが可能である。後述するように、非アクティベートした
場合でも、担当医師の指示により、患者が再びシステム１００にアクセスすることが出来
る様に構成することが可能である。
明確には図示されていないが、ログイン認証に際して、ＩＤとパスワード入力の他に、例
えば患者側の情報処理端末３がスマートフォンやＰＣであればそのカメラ等を用いて、患
者の顔、音声（声紋）、網膜、虹彩等を患者本人固有の生体情報を撮影（取得）して、当
該生体情報を用いて本人認証を行い、以て、所謂「成りすまし」やアカウントの譲渡を防
止することが出来て、患者から入力或いは取得されるデータの信頼性を確保することが出
来る。ここで、上述した様な生体情報の取得はログイン時のみならず、患者のデータを入
力（取得）する際であれば可能である。
【００２５】
情報伝達ラインＳＬ１を介してログイン・認証パート１０Ｈに接続している質問パート１
０Ｑでは、アクセスしてきた患者（対象者）に主訴、現病歴、既往歴等を入力せしめる。
それと共に質問パート１０Ｑでは、心因性ＥＤの評価（例えば、「また失敗するのではな
いかと考え始めると、そのことで頭がいっぱいになる」、「勃起を維持できるのかが気に
なり、性行為に集中できない」）、及び心理的機能障害（精神症状）のまとまりを分類す
る基準（操作的診断基準）に基づいて、アクセスしてきた患者に対して問診を行う。具体
的には、質問パート１０Ｑでは、例えば、心因性ＥＤの症状チェックリスト、及びＤＳＭ
－５及びＩＣＤ－１０に準拠した精神疾患簡易構造化面接法によるチェックリスト形式の
質問を、アクセスしてきた患者に対して実行する。
アクセスしてきた患者の質問パート１０Ｑにおける入力や回答に基づき、特定の疾患が顕
在しているか否かの判断や、リスクファクターの有無についての判断が可能になり、アセ
スメントパート１０Ａ１、１０Ａ２におけるアセスメントに役立てることが出来る。
【００２６】
質問パート１０Ｑにおける入力や回答は、情報伝達ラインＳＬ２を介して診断横断的アセ
スメントパート１０Ａ１に送信される。
診断横断的アセスメントパート１０Ａ１は、患者側の情報処理用端末３（日常生活下デー
タを取得する装置）により取得された日常生活下データを活用しながら、心理社会的問題
、生活適応やストレス等に対して、患者がどの程度適応的に行動できているのか、或いは
非適応的に行動しているのかをアセスメントする機能を有しており、量的測定指標を用い
てアセスメントを行う。例えば、適応的な行動として、
不快な思考や感情を回避しないで、そのままにしておく「アクセプタンス」、
考えと現実を区別して、不快な思考や感情にのみ込まれない「脱フュージョン」、
目の前の現実への気づきを保持する「今、この瞬間との接触」、
俯瞰的な視点から、自分自身が気づいていることに気づく「視点としての自己」、
生きたい「生き方」を明確にする「価値の明確化」、
生きたい「生き方」を追求する「コミットメント」等を想定している。
心理社会的問題、生活適応やストレス等に対して、上述の適応的な行動をアセスメントす
ることにより、アクセスしたユーザー（患者：対象者）の心理的柔軟性をアセスメントす

10

20

30

40

50



(10) JP　7038388　B2　2022.3.18

る。上述の６つの適応的な行動のアセスメントは、ＣＢＴの一つであるアクセプタント＆
コミットメント・セラピー（ＡＣＴ）に基づいて行われている。そして、心理社会的問題
、生活適応やストレス等に対して、上述の適応的な行動が見られる対象者であれば、健康
的であり、生活の質が高く、ストレスが低く、各種疾患に対する抵抗力が高い状態にある
と判断できる。
診断横断的アセスメントパート１０Ａ１でのアセスメント結果は、情報伝達ラインＳＬ５
を介して、モジュール選択パート１０Ｂに送信される。
【００２７】
診断横断的アセスメントパート１０Ａ１では疾患を特定するためのアセスメントはせず、
疾患に特徴的な症状のアセスメントも行わない。上述した様に、診断横断的アセスメント
パート１０Ａ１では、日常生活下データを活用しながら、心理社会的問題、生活適応やス
トレス等に対して、患者がどの程度適応的に行動できているのか、或いは非適応的に行動
しているのかをアセスメントするからである。その様なアセスメントを行う結果、診断横
断的アセスメントパート１０Ａ１では、心理社会的問題、生活適応やストレス等の様々な
疾患に共通している要因に基づいて患者を理解することが可能であり、プロセスベースド
ＣＢＴが実行可能である。
診断横断的アセスメントパート１０Ａ１で、心理社会的問題、生活適応やストレス等の様
々な疾患に共通している要因に基づいて患者を理解することは、図示の実施形態における
重要な特徴の一つであり、従来の各種治療用アプリケーション（例えば特許文献１、特許
文献２参照）と明確に相違している点である。
【００２８】
診断横断的アセスメントパート１０Ａ１でのアセスメントが終了した対象者の情報は、情
報伝達ラインＳＬ３１を介して疾患特異的アセスメントパート１０Ａ２に送信される。
疾患特異的アセスメントパート１０Ａ２は、対象者（アクセスしたユーザー）が、当該疾
患に特徴的な症状に対して、どの程度適応的に行動できているのか、或いは非適応的に行
動しているのかをアセスメントする機能を有しており、量的測定指標を用いてアセスメン
トを行う。例えば、非適応的な行動として、
性行為に失敗するのではないかと考え始める「予期不安」、
性行為中に勃起を維持できなければ、“男”として終わっていると感じる「自己概念」、
勃起を維持できるのかが気になり、性行為に集中できない「注意制御」、
パートナーからの評価が気になり、関係性が上手くいかない「対人関係」、
性行為を試みようとしない「回避行動」等を想定している。
また、うつ病の場合であれば、非適応的な行動として、
非活動的であり、活動の幅が狭まっている「不活性」
過去の嫌な出来事を繰り返し何度も考える「反芻」
物事を極端に考え、少しのミスで全否定する等「認知の偏り」
他人と関わらないようにしている「社会機能の障害」等を想定している。
【００２９】
疾患特異的アセスメントパート１０Ａ２において、対象者が、疾患に特徴的な症状に対し
て、上述の非適応的な行動がアセスメントされたならば、情報伝達ラインＳＬ４を介して
、当該対象者の情報が、アセスメントパート１０Ａ１、１０Ａ２のアセスメントと共に、
モジュール選択パート１０Ｂに送信される。
ここで、質問パート１０Ｑにおけるインテーク情報や問診の結果、対象者には特定の疾患
の兆候が無い場合（例えば健常者である場合）は、図示の実施形態では疾患特異的アセス
メントは行われない。その様な場合は、診断横断的アセスメントパート１０Ａ１でのアセ
スメントが終了した対象者の情報は、診断横断的アセスメントパート１０Ａ１でのアセス
メントの結果と共に、情報伝達ラインＳＬ５を介して、疾患特異的アセスメントパート１
０Ａ２をバイパスして、モジュール選択パート１０Ｂに送信される。また、質問パート１
０Ｑにおけるインテーク情報や問診の結果、対象者が健常者であることが判明した場合に
は、診断横断的アセスメントパート１０Ａ１でアセスメントすることなく、対象者を健常
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者に相当するクラスタに分類することが可能である。
【００３０】
図３を参照して説明する様に、モジュール選択パート１０Ｂでは、統計学的手法（例えば
クラスタ分析）を用いて対象者を特定のグループに分類し（クラスタ分析の場合にはクラ
スタに分類し）、当該グループ或いはクラスタとリンク付けされた治療モジュールを選択
する。換言すれば、モジュール選択パート１０Ｂは、診断横断的アセスメントパート１０
Ａ１のアセスメントの結果、疾患特異的アセスメントパート１０Ａ２のアセスメントの結
果に基づいて治療モジュールを選択する機能を有している。例えば、診断横断的アセスメ
ントパート１０Ａ１のアセスメントにおいて、「アクセプタンス」、「脱フュージョン」
、「今、この瞬間との接触」、「視点としての自己」、「価値の明確化」、「コミットメ
ント」のクラスタとして、クラスタ１（「アクセプタンス」、「脱フュージョン」の得点
が平均的な水準より低い）、クラスタ２（「今、この瞬間との接触」、「視点としての自
己」の得点が平均的な水準より低い）、クラスタ３（「価値の明確化」、「コミットメン
ト」の得点が平均的な水準より低い）、クラスタ４（「アクセプタンス」、「脱フュージ
ョン」、「今、この瞬間との接触」、「視点としての自己」の得点が平均的な水準より低
い）の4クラスタに分類する。なお、平均的な水準とは、平均点±１ＳＤ（標準偏差）を
指している。診断横断的アセスメントパート１０Ａ１のアセスメントの結果から、上記の
いずれかのクラスタに患者を分類する。
【００３１】
心因性ＥＤでは、疾患特異的アセスメントパート１０Ａ２のアセスメントにおいて、「予
期不安」、「自己概念」、「注意制御」、「対人関係」、「回避行動」のクラスタとして
、クラスタ１（「予期不安」、「注意制御」の得点が平均的な水準より高い）、クラスタ
２（「予期不安」、「回避行動」の得点が平均的な水準より高い）、クラスタ３（「自己
概念」、「対人関係」の得点が平均的な水準より高い）、クラスタ４（「対人関係」、「
回避行動」の得点が平均的な水準より高い）の4クラスタに分類する。疾患特異的アセス
メントパート１０Ａ２のアセスメントの結果から、上記のいずれかのクラスタに患者を分
類する。
また、上述の例では、診断横断的アセスメントパート１０Ａ１、疾患特異的アセスメント
パート１０Ａ２のそれぞれについてクラスタ分析を行っているが、診断横断的アセスメン
トパート１０Ａ１のアセスメントの結果及び疾患特異的アセスメントパート１０Ａ２のア
セスメントの結果を統合して、クラスタ分析を行っても良い。
そして、モジュール選択パート１０Ｂは、診断横断的アセスメントパート１０Ａ１のアセ
スメントの結果、疾患特異的アセスメントパート１０Ａ２のアセスメントの結果から、患
者が分類されたクラスタに基づいて、治療モジュールを選択する。
なお、上述した例ではクラスタ数は４つであるが、実際のクラスタ分析では、データ分析
及び治療用アプリのカスタマイズ化により、クラスタ数は１０００以上になることが想定
されている。
【００３２】
図示の実施形態では、診断横断的アセスメントパート１０Ａ１と、疾患特異的アセスメン
トパート１０Ａ２とを併せ持つプラットフォームを構成しているので、システム１００を
診断用アプリと治療・予防用アプリとに分離して構成した場合においても、診断用アプリ
におけるアセスメントパート（アセスメントモジュール）におけるクラスタ判定による各
クラスタに対して、自動的に、診断横断的アセスメントの結果に基づく治療モジュール、
及び／又は、疾患特異的アセスメントの結果に基づく治療モジュールが選択、指示される
。ここで、診断用アプリと治療・予防用アプリとが一体に構成されたシステム１００にお
いても、別体に構成されている場合においても、治療モジュールの選択、指示については
、医師がアセスメントの結果に基づいて手動により治療モジュールを選択、指示すること
が可能である。
モジュール選択パート１０Ｂで選択された治療モジュールは、情報伝達ラインＳＬ６によ
り治療モジュールパート１０Ｃに送信される。
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【００３３】
モジュール選択パート１０Ｂは、図示しないインターフェース及び情報伝達ラインＳＬ７
を介して、選択した治療モジュールを患者側の情報処理端末３に伝達する機．能を有して
いる。すなわち、アセスメントの結果として患者のクラスタが判明して治療モジュールが
提示されたならば、治療モジュールの治療プログラム（エクササイズやワーク等）、ホー
ムワーク、治療に有用な情報（Ｔｉｐｓ）の一部を患者側端末３に送信することが出来る
。係る機能により、ネット環境が整っていない場所で、或いはオフラインで、当該治療プ
ログラムを実行できる。そのため、例えば通信・ネット環境の不具合発生時や、治療が終
了してシステム１００にアクセスできなくなった場合（非アクティベート化された場合）
でも、当該患者は治療モジュールで行われたエクササイズやホームワーク、治療に有用な
情報（Ｔｉｐｓ）の一部を引き続きオフラインで実行・閲覧出来ることで、治療の中断を
予防し、また治療終了後も治療効果の持続と再発予防に役立てることが出来る。
ただし、オフラインで行われたエクササイズやワークアウト、ホームワーク、Ｔｉｐｓに
ついて、介入の記録としてシステム１００側で記録されないので、適切な評価が出来なく
なる可能性を防止するため、図示はされていないが、オフラインで行われたエクササイズ
やワークアウト、ホームワーク、Ｔｉｐｓについてシステム１００側に送信する機能を有
する様に構成することが可能である。
ここで、患者が心因性ＥＤである場合に、上述した様なワークの一例として、例えば、公
知の陰圧式勃起補助具（ＶＣＤ）を用いたワークがある。当該ワークはパートナー（配偶
者等）と実践することが好ましく、性交が可能な程度に勃起した事実、性交が上手くでき
た事実は患者の自信の回復に好影響を及ぼす。
【００３４】
治療モジュールパート１０Ｃは、モジュール選択パート１０Ｂで選択した治療モジュール
を患者に対して実行する、或いは、モジュール選択パート１０Ｂで選択した治療モジュー
ルを患者に対して伝達する機能を有している。
治療モジュールパート１０Ｃで実行する治療モジュールは、診断横断的な介入では、「心
理的柔軟性」のアセスメントの結果に対して、健康で新しい行動パターンの学習／獲得を
目指すための心理的介入を行う。例えば、診断横断的アセスメントパート１０Ａ１のアセ
スメントにおいて、クラスタ１（「アクセプタンス」、「脱フュージョン」の得点が平均
的な水準より低い）に分類された患者であれば、「シロクマのエクササイズ」等を実施す
る。「シロクマのエクササイズ」とは、シロクマのことを一定時間考えないでおこうとす
ることで、不快な思考や感情を避けようとすることの不機能性を理解することを目的とす
る。クラスタ２（「今、この瞬間との接触」、「視点としての自己」の得点が平均的な水
準より低い）に分類された患者であれば、「注意訓練」等を実施する。「注意訓練」とは
、複数の音に様々な方法で注意を向ける練習を通して、注意の柔軟性を身につけ、自己注
目的な認知処理から解放することを目的とする。これらの治療モジュールを実行すること
で、当該クラスタに含まれる適応的な行動が促進されることが期待できる。なお、本明細
書において、心理療法の実行を、患者に対する介入と表現する場合がある。
【００３５】
また、心因性ＥＤに対する治療モジュールとして、疾患特異的な介入では、各疾患に特有
な場面、状況等に対して、各クラスタに適切な技法で、当該疾患に応じた健康で新しい行
動パターンの学習／獲得を目指すための心理的介入を行う。例えば、疾患特異的アセスメ
ントパート１０Ａ２のアセスメントにおいて、クラスタ１（「予期不安」、「注意制御」
の得点が平均的な水準より高い）に分類された患者であれば、「感覚集中訓練」を実施す
る。「感覚集中訓練」とは、パートナーの身体に触れ合い、全神経を与えられた感覚に集
中することを目的とする。クラスタ３（「自己概念」、「対人関係」の得点が平均的な水
準より高い ）に分類された患者であれば、「パートナーとの関係」を実施する。「パー
トナーとの関係」とは、性的関係を維持するために大切な、話し合いと妥協が可能な領域
を見つけることを目的とする。
治療モジュールパート１０Ｃにおいて、「仮想現実」を用いた治療モジュールの提供が可
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能である。例えば、不安症の患者の場合であれば、仮想現実により「電車に乗る」という
体験（仮想現実上の体験）をさせることが出来る。
図示の実施形態では、診断横断的な介入が疾患特異的な介入に優先する。ただし、それに
限定されない場合も存在する。
【００３６】
治療モジュールパート１０Ｃには、分類されたクラスタに対応して、患者が実行するべき
ホームワークが用意されている。治療モジュールパート１０Ｃがホームワークを選択する
に際しては、図２では図示しない記憶装置（データベース）に記憶されており、治療モジ
ュール毎にリンク付けされたホームワークを参考にすることが出来る。係るホームワーク
は、患者が実施すると症状の改善が期待でき、且つ、患者の主体性を向上させる様な内容
に、予め編集されている。例えば、上述の治療モジュール「注意訓練」では、１日に１５
分程度、音源に収録されている様々な音に対して注意を向けるトレーニングを行う。
治療モジュールパート１０Ｃで実行した治療モジュールと治療結果は、情報伝達ラインＳ
Ｌ８により評価パート１０Ｄに送信される。ホームワーク及びその達成状況についても、
評価パート１０Ｄに送信される場合もある。
【００３７】
評価パート１０Ｄは、治療モジュールパート１０Ｃで実行した治療モジュールによる治療
の効果を評価する機能を有しており、既存の評価尺度等を用いて、所定のアルゴリズムに
従って治療の効果を評価する。例えば、心因性ＥＤでは、当該疾患に特徴的な症状である
勃起機能の評価尺度（測定指標）として、国際勃起機能スコア（ＩＩＥＦ）を用いる。国
際勃起機能スコアでは、尺度得点から重症度分類がなされており、治療の効果を評価する
ことが可能である。ツールである評価尺度或いは測定指標は治療モジュールパート１０Ｄ
に記憶されている。或いは、図２では図示しない記憶装置（データベース）に治療モジュ
ール毎の評価尺度或いは測定指標が記憶されていても良い。
ここで、患者側の端末３やウェアラブル機器等を用いて患者の日常生活下データを取得し
て、記録し、治療前後の効果測定の結果をレポート形式にすることが可能である。そして
評価パート１０Ｄは、患者（或いは医師）に対してその様なフィードバックを実行する機
能を有することが可能である。
評価パート１０Ｄによる治療効果の評価結果は、情報伝達ラインＳＬ９により患者側の情
報端末３に送信される。例えば治療モジュールとしてチャットボットを用いた場合に、チ
ャットボットによる治療効果の評価が患者に表示される。
患者に送信される評価内容には、例えば、症状を改善するための助言等が含まれる。
【００３８】
図示されていないが、治療の効果の測定指標の回答を入力するに際して、入力までの時間
を記録するための計時手段及び記録手段、心拍数や血圧を測定する測定手段、患者の瞳孔
開閉の様子や視線の向きや瞬きの回数を計測する手段（例えば患者側端末３がスマートフ
ォンやＰＣである場合にはそのカメラ）、呼吸の回数の計測手段、体温の計測手段、或い
は、顔色を観察する手段（例えば、患者側端末３のカメラ）を設け、指標入力時における
客観的な情報をモニタリングして、回答の精度や回答者の状態を測定、観察する装置を設
けていることが好ましい。
回答の精度や回答者の状態を測定、観察する装置を設けることにより、回答の精度や回答
者の状態を客観的にモニタリングすることが出来る。回答者の状態としてモニタリングす
る事項としては、例えば、回答者である患者が測定指標をいい加減に入力していないか、
「改善された」という結果を得るために偽りの入力をしていないか、測定指標を入力する
ことでストレスが掛かっていないか、深く考え込んでいるかどうか、患者の反応性、患者
の認知機能等である。この様なモニタリングにより、クラスタ分析の際の要因として取り
入れることが出来る。
【００３９】
また、回答の精度や回答者の状態を測定、観察する装置として、患者側端末３としてのス
マートフォンやＰＣのカメラを用いた場合、当該カメラに専用のフィルターやレンズ等を
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装着して、上述したモニタリングを行うことが出来る。さらに、心拍数、血圧等の計測装
置（図示せず）やアプリケーションを使用することが可能である。
さらに、匂いセンサー、脳波センサー、脳血流センサー等のデバイスを装着して回答者の
客観的な情報を取得することが可能である。それにより、回答者の心身の状態を計測して
、クラスタ分析の際の要因とすることも可能になる。そして、例えば脳波や脳血流等を測
定するヘッドセット状のデバイス等を装着すれば治療の実感が高まり、治療効果がさらに
向上する。
【００４０】
評価パート１０Ｄにおいて、治療効果について良好な評価がされない場合には、その評価
結果が情報伝達ラインＳＬ１０によりモジュール選択パート１０Ｂに送信される。評価パ
ート１０Ｄからの良好ではない評価を受信した場合には、モジュール選択パート１０Ｂは
提案した治療モジュールは効果が低かったと判断して、新たに治療モジュールを選択、提
案する。治療モジュールパート１０Ｃは当該新たな治療モジュールを患者に送信（提供）
し、評価パート１０Ｄは新たな治療モジュールによる治療効果を評価する。
【００４１】
図２において、患者側の情報端末３は、情報伝達ラインＳＬ１２により、診断横断的アセ
スメントパート１０Ａ１に接続している。図１を参照して前述したように、患者側の情報
処理用端末３は、患者の「日常生活下データ」を計測し診断横断的アセスメントパート１
０Ａ１送信する機能を有しており、係る機能を実行するため、情報伝達ラインＳＬ１２を
介して診断横断アセスメントパート１０Ａ１に患者の「日常生活下データ」を送信する。
また、ログイン・認証パート１０Ｈは、情報伝達ラインＳＬ１２を介して治療モジュール
パート１０Ｃに接続しており、情報伝達ラインＳＬ１３を介して評価パート１０Ｄに接続
している。患者（対象者）からの２回目以降のアクセスでは、図７を参照して後述するよ
うに、先ず治療モジュールパート１０Ｃにアクセスして治療モジュールを実行する場合と
、評価パート１０Ｄにアクセスして改善しているか否かを確認する場合の双方が存在する
からである。
【００４２】
次に図３を参照して、モジュール選択パート１０Ｂについて説明する。
診断横断的アセスメントパート１０Ａ１と、疾患特異的アセスメントパート１０Ａ２とを
併せ持つプラットフォームを構成する図示の実施形態では、モジュール選択パート１０Ｂ
では、診断横断的アセスメントパート１０Ａ１のアセスメントの結果に基づいて幾つかの
治療モジュールを選択すると共に、疾患特異的アセスメントパート１０Ａ２のアセスメン
トの結果に基づいて幾つかの治療モジュールを選択する。換言すれば、診断横断的アセス
メントパート１０Ａ１と疾患特異的アセスメントパート１０Ａ２の各々のアセスメントの
結果に基づいて、複数の治療モジュールがモジュール選択パート１０Ｂにおいて選択され
る。
【００４３】
図３において、モジュール選択パート１０Ｂは、分析ブロック１０Ｂ１、分類ブロック１
０Ｂ２、リンク付けブロック１０Ｂ３、記憶装置１０Ｂ４を含んでいる。
診断横断的アセスメントパート１０Ａ１のアセスメントの結果は情報伝達ラインＳＬ５を
介して、モジュール選択パート１０Ｂの分析ブロック１０Ｂ１に送信される。そして疾患
特異的アセスメントパート１０Ａ２のアセスメントの結果は情報伝達ラインＳＬ４を介し
て、分析ブロック１０Ｂ１に送信される。
分析ブロック１０Ｂ１では、診断横断的アセスメントパート１０Ａ１のアセスメントの結
果及び疾患特異的アセスメントパート１０Ａ２のアセスメントの結果の各々についてクラ
スタ分析を行う機能を有している。
【００４４】
診断横断的アセスメントパート１０Ａ１のアセスメントの結果に基づく分析ブロック１０
Ｂ１の分析結果は情報伝達ラインＳＬ２２を介して分類ブロック１０Ｂ２に送信され、疾
患特異的アセスメントパート１０Ａ２のアセスメントの結果に基づく分析ブロック１０Ｂ
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１の分析結果は情報伝達ラインＳＬ２４を介して分類ブロック１０Ｂ２に送信される。
分類ブロック１０Ｂ２では、患者の診断横断的アセスメントパート１０Ａ１のアセスメン
トの結果に基づいて当該患者が所定のクラスタに分類される。同様に、患者の疾患特異的
アセスメントパート１０Ａ２のアセスメントの結果に基づいて当該患者が所定のクラスタ
に分類される。
【００４５】
診断横断的アセスメントパート１０Ａ１のアセスメントの結果に基づいて分類されたクラ
スタの情報は情報伝達ラインＳＬ２６を介してリンク付けブロック１０Ｂ３に送信され、
疾患特異的アセスメントパート１０Ａ２のアセスメントの結果に基づいて分類されたクラ
スタの情報は情報伝達ラインＳＬ２８を介してリンク付けブロック１０Ｂ３に送信される
。
クラスタと、当該クラスタに有効な治療モジュールとをリンク付ける情報が、記憶装置４
０に記憶されている。当該「リンク付ける情報」は、クラスタと、クラスタに有効な治療
モジュールとを関連付ける図表であっても良いし、関数であっても良い。
リンク付けブロック１０Ｂ３には、情報伝達ラインＳＬ３０を介して、前記「リンク付け
る情報」が伝達され、分類ブロック１０Ｂ２で分類されたクラスタに対して有効な治療モ
ジュールが決定される。換言すれば、リンク付けブロック１０Ｂ３は、「リンク付ける情
報」により、患者が分類されたクラスタに対して有効な治療モジュールを決定する機能を
有している。
【００４６】
リンク付けブロック１０Ｂ３では、診断横断的アセスメントパート１０Ａ１のアセスメン
トの結果に基づいて分類されたクラスタに有効な治療モジュールと、疾患特異的アセスメ
ントパート１０Ａ２のアセスメントの結果に基づいて分類されたクラスタに有効な治療モ
ジュールとを決定する。
診断横断的アセスメントパート１０Ａ１のアセスメントの結果に基づいて分類されたクラ
スタに有効な治療モジュールは情報伝達ラインＳＬ６１を介して治療モジュールパート１
０Ｃに送信され、疾患特異的アセスメントパート１０Ａ２のアセスメントの結果に基づい
て分類されたクラスタに有効な治療モジュールは情報伝達ラインＳＬ６２を介して治療モ
ジュールパート１０Ｃに送信される。その結果、患者には、診断横断的アセスメントパー
ト１０Ａ１のアセスメントの結果に基づく治療モジュールと、疾患特異的アセスメントパ
ート１０Ａ２のアセスメントの結果に基づく治療モジュールの双方が提案可能である。換
言すれば、診断横断的な介入と疾患特異的な介入の双方が可能である。
【００４７】
図３で示す情報伝達ラインＳＬ６１、ＳＬ６２は、図２では単一の情報伝達ラインＳＬ６
として包括的に表示されている。
ここで、クラスタ分析が統計学的手法として例示されているが、患者（対象者）を正確に
分類して、適切な治療モジュールとリンク付けできるのであれば、クラスタ分析以外の統
計学的手法を採用することが出来る。
【００４８】
上述した様に、患者には、診断横断的アセスメントパート１０Ａ１のアセスメントの結果
に基づく治療モジュールと、疾患特異的アセスメントパート１０Ａ２のアセスメントの結
果に基づく治療モジュールの双方が提案可能であるが、何れか一方を優先的に患者側情報
端末３に表示するか、或いは、双方同時に患者側情報端末３に表示するかについては、適
宜設定可能に構成することが出来る。
例えば図３において、質問パート１０Ｑにおける問診、入力の結果、診断横断的アセスメ
ントパート１０Ａ１のアセスメントの結果、疾患特異的アセスメントパート１０Ａ２のア
セスメントの結果等が入力される優先順位決定ブロック１０Ｒを設け、優先順位決定ブロ
ック１０Ｒは入力された情報から、患者に対して、診断横断的アセスメントパート１０Ａ
１のアセスメントの結果に基づく治療モジュールを優先的に提示するべきか、疾患特異的
アセスメントパート１０Ａ２のアセスメントの結果に基づく治療モジュールを優先的に提
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示するべきか、双方を同時に提示するべきかを判断する機能を有している。それと共に、
優先順位決定ブロック１０Ｒは、情報伝達ラインＳＬ３２を介してモジュール選択パート
１０Ｂのインターフェース１０ＢＩＦに制御信号を送信して、患者側情報端末３に対して
、診断横断的アセスメントパート１０Ａ１のアセスメントの結果に基づく治療モジュール
を送信するか、疾患特異的アセスメントパート１０Ａ２のアセスメントの結果に基づく治
療モジュールを送信するか、双方を同時に送信するかを制御する機能を有している。
その結果、患者に対して、診断横断的アセスメントパート１０Ａ１のアセスメントに基づ
く治療モジュールのみを提示するか、疾患特異的アセスメントパート１０Ａ２のアセスメ
ントの結果に基づく治療モジュールの双方が提示するか、双方同時に患者側情報端末３に
提示するかを適宜設定することが出来る。
【００４９】
図示の実施形態において、アプリ利用者である患者がアプリを継続して使用し続け、治療
途中で脱落することを防止するため、適正なタイミングで、当該患者に対して、治療アプ
リへのログインを促すメッセージ（リマインド通知）をシステム１００側から発信する機
能（適正なタイミングでアプリを起動する機能）を有している。
例えば、システム１００を利用している患者の日常下データを取得して、直ちに治療用ア
プリを起動して、日常下データに基づいてリアルタイムにアセスメントを行うことが出来
る。そして、係るリアルタイムで行われたアセスメントの結果として、直ちに介入するこ
と（リアルタイム介入）も可能である。
【００５０】
日常下データの数値で判断するのみならず、患者の日常において治療用アプリが必要にな
ると予想されるイベントが発生した際に、治療用アプリを起動して、アセスメントその他
の必要な措置を講じることも出来る。例えば心因性ＥＤ患者が治療用アプリを使用してい
る場合において、当該患者が受信したメールのキーワードやスケジュールをチェックして
、例えばパートナーからデートのメールを受信した場合に、治療用アプリが必要となるイ
ベントが発生したと判断して、治療用アプリを起動し、必要なアセスメントを実行し、当
該患者に必要な治療モジュールの実行を促す内容のメッセージを送信する。
慢性疼痛の患者であれば、その患者が「ピクニックのお誘いメール」を受信したことを検
出して、治療用アプリを起動し、必要なアセスメントを実行し、システム１００側からメ
ッセージを送信し、或いは当該患者に必要な治療モジュールの実行を促す内容のメッセー
ジを送信することが出来る。
どの様なタイミングで患者に問題が起こっているのか？
について、日常生活下データその他の患者のデータから治療者にフィードバックすること
で、例えば、
患者に問題が生じるのは朝昼夜の何れか？
或いは、所定のケースで患者に問題が生じるのか？
を決定することが出来る。すなわち、図示の実施形態に係るシステムで自動的に収集した
データの解析を進めることにより、患者に問題が生じるタイミング、換言すれば患者が最
も治療用アプリを必要とするタイミング、を決定することが出来る。
【００５１】
この様に、治療用アプリを起動するべき適正なタイミングを決定して、アプリにおいて必
要な措置を講じることは、患者が治療モジュールの実行を緊急に必要とする場合（すなわ
ち患者にとっての緊急時）に、当該患者に対して即時にアセスメントを実行し、或いは、
当該患者が即時に治療モジュールやＴｉｐｓを実行できる機能（所謂「レスキュー的な」
機能）を備えることを意味している。
係るレスキュー的な措置や機能として、例えば患者がＥＤである場合に、前述したような
パートナーからの連絡があったがＰＤＥ５阻害剤が患者の手元に無い場合に、必要なＰＤ
Ｅ５阻害剤を処方する医師の連絡先電話番号を表示することが考えられる。
そして、患者側の情報処理端末３にレスキューボタンを設置し、患者がレスキューボタン
を操作することにより、上述した様な事態が生じた場合に直ちに治療用アプリ側から必要
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な治療モジュールやエクササイズ、情報等が患者に提示される。患者がＥＤであり、パー
トナーからの連絡があったがＰＤＥ５阻害剤が患者の手元に無い場合に、治療モジュール
の中であらかじめ考えていた対策（本人が設定していた対策）をポップアップさせること
が考えられる。
そして、患者側の情報処理端末３にレスキューボタンを設置し、患者がレスキューボタン
を操作することにより、上述した様な事態が生じた場合に直ちに治療用アプリ側から必要
な治療モジュールやエクササイズ、情報等が患者に提示される。患者がＥＤであり、パー
トナーからの連絡があったがＰＤＥ５阻害剤が患者の手元に無い場合に、この様な状態で
は患者は「パートナーに嫌われたらどうしよう」、「性行為が失敗したらどうしよう」と
いう不安により、いわゆる「思考に飲み込まれた状態」に陥っている。
図示の実施形態において、治療モジュールやエクササイズが患者に送信され、患者が「性
行為だけが全てではない」、「単純にパートナーと会うことを楽しめば良い」という様に
も考えることができるようになれば、不安で「思考に飲み込まれた状態」から患者が抜け
出すことが出来る。
【００５２】
図示はされていないが、システム１００において、定期的に決めた時刻に合わせて定期或
いは不定期に治療用アプリ使用を促すリマインド通知や励まし等のメッセージを送信する
機能を有する装置を設けることが出来る。ゲーム的な要素を応用することも可能である。
さらに、システム１００にアクセスすることについて患者に何かしらの報酬を与える機能
を備えることが可能である。そして、システム１００にアクセスして治療用アプリを積極
的に実行しようとする動機付けを高める様上記のような機能を有するウェアラブル機器等
を備えることが可能であり、治療を継続する（治療用アプリを継続使用する）という「
正」の行動を強化することが出来る。
これ等の機能を発揮することにより、患者がシステム１００にアクセスして治療モジュー
ルを実行し続けたいという継続使用の意欲を高めて、治療途中でシステム１００にアクセ
スしなくなる（治療途中で脱落する）事態を抑制し、システム１００による治療効果（或
いは治療用アプリの効果）を向上することが出来る。
【００５３】
リマインド通知の発信のタイミングについては、患者が活動しているか停止しているか？
の情報と、患者が移動中であるか？在宅であるか？の情報（ステイタス管理）を管理して
決定することが出来る。
また、日常生活下データから、心拍安定時、患者が暇な時等にリマインド通知を発信する
ことが出来る。
さらに、患者側の情報処理端末３（例えばスマートフォン）の起動後（復帰後）は当該患
者がスマートフォンに触れている可能性が高いので、その際にリマインド通知を発信する
ことが出来る。
【００５４】
図示の実施形態では、患者がアプリを継続して使用し続け、治療途中で脱落することを防
止するために、患者自らが治療に取り組む、自ら治療に参加するという意思を強固にする
（アドヒアランスを高める）ためのコンテンツを提供することが出来る。
係るコンテンツとしては、疾患教育、治療法教育に係るコンテンツ等（例えば、ＡＣＴと
は何かを説明するコンテンツ）がある。
【００５５】
患者がアプリを継続して使用し続けるモチベーションを持続して、治療途中で脱落するこ
とを防止するためには、如何にして患者を治療用アプリにログインさせるかが重要である
。そのため、図示の実施形態において、患者が好きな有名人のＳＮＳアプリ（例えば、Ｔ
ｗｉｔｔｅｒ  Ｉｎｃ．の情報サービスである「Ｔｗｉｔｔｅｒ（登録商標）」）に当該
患者がアクセスすると、（治療用アプリにログインする旨の）リマインド通知が発信され
る。
或いはパートナーのＳＮＳアプリ（例えば、ＬＩＮＥ株式会社の情報サービスである「Ｌ
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ＩＮＥ（登録商標）」等）に当該患者がアクセスすると、リマインド通知が発信される。
さらに、患者が利用しているスマートフォンのその他のＳＮＳアプリ（例えば、Ｇｏｏｇ
ｌｅ  ＬＬＣ．の動画共有サービスである「ＹｏｕＴｕｂｅ（登録商標）」等）の起動状
況から、それにリンクしてリマインド通知を発信することが出来る。
【００５６】
患者側の情報処理端末３（例えばスマートフォン）から発生される警報（アラート）は、
当該患者の問題意識を高め、治療継続の意欲を高めることが分かっている。
例えば、患者がＥＤであると糖尿病は併発する恐れがある。図示の実施形態において、当
該患者の血糖値を日常的に計測して、所定値以上となった場合にアラートを発生すること
により、患者に危機感を与え、治療継続の意欲を高めることが出来る。上述した様に、図
示の実施形態では診断横断的アセスメントを実行するので、上述した様に複数の疾病（糖
尿病、動脈硬化、その他）が関連する場合に有効である。
【００５７】
また、食事（食欲）と気分とは関連しており、抑うつ気味の時には食欲が変化（低下・増
加）することに着目して、食欲の変化を示す食欲スコアを作成して抑うつ気味であること
を患者自身が認識できるようにする。或いは、食事の写真をアップロードして食欲の変化
を目視出来るようにして、抑うつ気味である場合に認識できる。
【００５８】
上述した「正の行動強化」に関する行動分析学における理論として、行動の直後に「良い
こと」、「嫌なことの消失」（報酬）があると、当該行動を続ける方向に作用するという
ものがある。ここで言う「直後」は６０秒以内であり、係る理論を「６０秒ルール」と表
現することがある。この理論に基づいて、図示の実施形態において、治療モジュール、エ
クササイズを行った直後に「良く頑張りました！」等のフィードバック、ポイントが加算
される、達成度が表示される、結果がグラフ表示される等を与えて、患者が行動（治療）
を続ける動機付けを提供することが出来る。
【００５９】
明確には図示されていないが、図示の実施形態では、治療用アプリのデザイン／ビジュア
ルに視覚情報による効果、見るだけで活性化する様に、例えばバックグラウトのデザイン
を選べる仕様とすることが出来る。
また、治療用アプリに対して患者が敬意を持つことは、そのアプリを継続すること寄与す
る。そのため、図示の実施形態に係る治療用アプリのデザイン等については、周囲の人か
らそれと悟られないようにすることが好適である。例えば、心因性ＥＤの患者が治療用ア
プリを実行している最中に、第三者に見られたとしても、当該患者が恥ずかしい思いをし
ない様に、（ＥＤ治療用アプリを実行しているのだが）傍から見るとビジネスのためにス
マホを見ている様に見える等の工夫がされたデザインであるのが好ましい。その様なデザ
イン等であれば、「（治療用アプリを実行していることが他人に知られてしまうと）恥ず
かしい」という理由で患者が治療用アプリを続けられなくなるという問題が解消される。
そして、例えばＥＤの治療を自宅以外の隙間時間でも実行できるので、患者が治療用アプ
リを用いた治療を継続し易くなる。
【００６０】
診断横断的アセスメント、疾患特異的アセスメント、治療モジュール（治療プラグラム：
エクササイズ、ワーク）、ホームワーク、Ｔｉｐｓ、評価等を実行するに際して、スマー
トスピーカー等を用いて、音声による質問項目の読み上げ、指示、ガイダンスその他に対
して、患者が音声により入力し、記録し、応答すること等を可能にして、音声により相互
に作用する機能（インタラクティブな機能）を具備する様に構成することが可能である。
ここで、スマートスピーカー（ＡＩスピーカー）は対話型の音声操作に対応したＡＩアシ
スタント機能を持つスピーカーであり、内蔵されているマイクで音声を認識し、情報の検
索や連携家電の操作を行う。
また、システム１００にアクセスした患者に対して、治療に関連する或いは治療に役立つ
動画や音楽、音声、その他のコンテンツ（例えばマインドフルネス瞑想）を順次視聴させ
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るコンテンツ（Ｔｉｐｓ）を提供する機能を有する装置を設けることが出来る。係るコン
テンツは、例えば、マインドフルネス瞑想、香り、音楽、映像、振動、好ましい食品／食
事の情報等であり、五感を使うことにより治療効果とその持続、満足度を表す指標である
ＱＯＬの向上をもたらす。
【００６１】
上述した治療モジュール、エクササイズの実行に際して、治療用アプリに従って身体を動
かす際に、ＶＲ、ＡＲと組み合わせ、エクササイズ実行の際にＶＲ、ＡＲ用の機器を装着
して、ＶＲ、ＡＲにより実感を強めることが出来る。これにより、治療モジュール、エク
ササイズの効果が向上する。
ここで、治療用アプリを実行するに際して、患者のパートナーである女性と一緒に行うワ
ーク、パートナーと一緒に観るコンテンツは、パートナー（女性）の意識向上とＥＤ治療
への理解と搬送を促すので、好適である。
【００６２】
図示の実施形態においては、治療モジュールのエクササイズ毎に簡単な評価（ミニ評価）
を実施しており、例えば、「自由記述欄」に患者自らの評価を記載する様に構成されてい
る。その様なミニ評価をフィードバッグし、フィードバッグにおいて患者に変化を認識さ
せれば、当該患者に対して目標に向かう意義（例えば、エクササイズを毎日実行している
ことの意義）を示すことが出来る。その様な意義を示すことが出来れば、例えば心因性Ｅ
Ｄの患者であれば、「性行為が上手くいかない場合でも前進している、以前よりも改善さ
れている」という希望を（当該患者に）与えることが出来る。
さらに、得られるフィードバッグについて患者が意義を感じる様にして、目標に向かって
取り組んだことに対するフィードバッグを行えば、患者が治療用アプリを継続する意欲を
向上することが出来る。
ここで、図示の実施形態では、「結果」ではなく、プロセスに着目している。心因性ＥＤ
の患者であれば、例えば、「勃起する、勃起しない」の症状が改善したか否かよりも、当
該患者の心理的プロセスの段階が進み、心の使い方が向上したか否かに着目する。心理的
プロセスの段階が進み、心の使い方が向上すれば、新しい行動パターンの獲得、学習が行
われたことになり、上述の心因性ＥＤの患者であれば、「勃起しなくとも大丈夫」、「パ
ートナーとの付き合いは性行為が全てではない」と考え方の幅を広げることが出来る。
【００６３】
図４において、患者側の情報処理端末３は、制御ブロック３Ａ、表示ブロック３Ｂ、入力
ブロック３Ｃ、記憶ブロック３Ｄ及び通信ブロック３Ｅを有している。
制御ブロック３Ａは、患者側の情報処理端末３における情報処理等の制御を実行する機能
を有している。表示ブロック３Ｂは、患者側の情報処理端末３の使用者（患者）に情報を
表示する機能を有している。入力ブロック３Ｃは、使用者（患者）が入力した情報を受け
付ける機能を有している。
記憶ブロック３Ｄは既存の記憶用機器により構成され、患者側の情報処理端末３のために
、符号３Ｆで示す患者用プログラムが記憶されている。明示されていないが、データベー
ス１０Ｆを記憶ブロック３Ｄとして用いることが可能である。通信ブロック３Ｅは、有線
或いは無線の通信により、ネットワーク２０と接続する機能を有している。
患者側の情報処理端末３は、情報処理機能及び通信機能を有する電子機器であれば、特に
限定はしない。ただし、昨今の普及を考慮すると、いわゆるスマートフォンの様な携帯型
情報端末が好ましい。
【００６４】
図５において、医療機関側の情報処理端末４は、制御ブロック４Ａ、表示ブロック４Ｂ、
入力ブロック４Ｃ、記憶ブロック４Ｄ及び通信ブロック４Ｅを有している。
制御ブロック４Ａは、医療機関側の情報処理端末４における情報処理等の制御を実行する
機能を有している。表示ブロック４Ｂは、医療機関側の情報処理端末４の使用者（医師、
医療機関の関係者等）に情報を表示する機能を有している。入力ブロック４Ｃは、医師、
医療機関の関係者等が入力した情報を受け付ける機能を有している。
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記憶ブロック４Ｄは既存の記憶用機器で構成され、医療機関側の情報処理端末４のため、
符号４Ｆで示す医療機関用プログラムが記憶されている。データベース１０Ｆを記憶ブロ
ック４Ｄとして用いることも可能である。通信ブロック４Ｅは、有線或いは無線の通信に
より、ネットワーク２０と接続する機能を有している。
【００６５】
明確には図示されていないが、システム外部のＷｅｂサイト、例えば匿名患者会、チャッ
トルーム、ＢＢＳを接続して、同じ疾病に悩む患者同士のコミュニティで治療用アプリの
使用状況や推移を共有し、他の使用者に関するデータを統計的なデータとして見る様にす
ることが可能である。ここで、接続可能なシステム外部のＷｅｂサイトは医療機器として
の要件を満たす必要がある。
この様なシステム外部のＷｅｂサイトと接続することにより、各種疾病の自助グループ（
例えば薬物依存症患者のための自助グループ）に参加することと同等な効果を得ることが
出来て、治療続行のためのモチベーションをあげることが出来る。
【００６６】
次に、主として図６、図７を参照して、システム１００による診断・治療・予防等（医療
）を実行する手順を説明する。図６、図７を説明するに際して、患者（当事者：ユーザー
）の疾患が心因性ＥＤである場合を想定する。
最初に図６を参照して、患者が初めてシステム１００にアクセスする場合を説明する。
図６において、ステップＳ１では、患者側の情報処理端末３からシステム１００に対して
ログインされたか否かを判断し、以て、患者がシステム１００を利用するか否かを判断す
る。ステップＳ１において、患者側からログインがあった場合（ステップＳ１が「Ｙｅｓ
」）はステップＳ２に進み、ログインがなければステップＳ１に戻る（ステップＳ１が「
Ｎｏ」のループ）。
【００６７】
図６では明示されていないが、ステップＳ１では、ログイン・認証パート１０Ｈにより、
例えば発行されたＩＤとパスワードによりアクセスしてきた患者の本人確認を行う。図示
はされていないが、複数回アクセスをしている患者に対してアクセスする回数や最初にア
クセスしてからの期間（治療期間）を設定して、設定した回数や期間を超えた場合には非
アクティベートすること、或いは、アクセスに制限を掛けることも可能である。
また、図示されてはいないが、ログイン認証に際して、ＩＤとパスワード入力の他に、患
者の顔、音声（声紋）、網膜、虹彩等を患者本人固有の生体情報を、例えば患者側の情報
処理端末３がスマートフォンやＰＣであればそのカメラ等を用いて撮影（取得）して、当
該生体情報を用いて本人認証を行うことが出来る。この様な生体情報の取得は、ログイン
時のみならず、患者のデータを入力（取得）する際であれば可能である。係る生体情報を
取得して患者本人の認証を行うにより、所謂「成りすまし」やアカウントの譲渡を防止す
ることが出来て、患者から入力或いは取得されるデータの信頼性を確保することが出来る
。
【００６８】
ステップＳ２（患者からログインされた場合）では、ログイン・認証パート１０Ｈにより
、患者側が入力したＩＤ、パスワードに基づいて患者の認証を行う。そしてステップＳ３
に進む。
図６では明示されていないが、ステップＳ２で認証された患者は、ステップＳ３以降を実
行することなく、直ちにステップＳ１１３（後述）に進むことが可能である。
【００６９】
ステップＳ３では、アクセスしてきた患者に主訴、現病歴、既往歴等（インテーク情報）
を入力せしめ、それと共に、心因性ＥＤの評価（例えば、「また失敗するのではないかと
考え始めると、そのことで頭がいっぱいになる」、「勃起を維持できるのかが気になり、
性行為に集中できない」）、操作的診断基準に基づいて問診（例えば、ＤＳＭ－５及びＩ
ＣＤ－１０に準拠した精神疾患簡易構造化面接法によるチェックリスト形式の質問）を実
行する。そしてステップＳ４に進む。
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ステップＳ４では、診断横断的アセスメントパート１０Ａ１により、日常生活下データを
活用しながら、心理社会的問題、生活適応やストレス等に対して、患者がどの程度適応的
に行動できているのか、或いは非適応的に行動しているのかをアセスメントして、アクセ
スしたユーザー（患者：対象者）の心理的柔軟性をアセスメントする（診断横断的アセス
メント）。図示の実施形態では、診断横断的アセスメントは疾患特異的アセスメントに優
先して行われる。
【００７０】
ステップＳ４の診断横断的アセスメントの後、ステップＳ５において、ステップＳ３にお
ける入力、問診の結果として、疾患特異的な兆候の有無を判定する。疾患特異的な兆候が
無い場合（ステップＳ５がＮｏ：例えば健常者の場合）にはステップＳ７に進む。
一方、疾患特異的な兆候があれば（ステップＳ５がＹｅｓ）、ステップＳ６に進む。
ステップＳ６では、疾患特異的アセスメントパート１０Ａ２により、特定の疾患について
上述したスキルが発揮されるか否かをアセスメントする（疾患特異的アセスメント）。
ステップＳ６の疾患特異的アセスメントの後、ステップＳ７に進む。
ここで、ステップＳ３において健常者であると判断された場合には、直ちにステップＳ７
に進み、健常者に該当するクラスタに分類することも可能である。
【００７１】
ステップＳ７では、分析ブロック１０Ｂ１において、診断横断的アセスメントの結果につ
いて（例えば）クラスタ分析を実行し、或いは、疾患特異的アセスメントの結果について
（例えば）クラスタ分析を実行する。
そしてステップＳ８では、分類ブロック１０Ｂ２において、クラスタ分析の結果から、診
断横断的アセスメントのクラスタ分析に基づいて患者を該当するクラスタに分類すると共
に、疾患特異的アセスメントのクラスタ分析に基づいて患者を該当するクラスタに分類す
る。
診断横断的アセスメント或いは疾患特異的アセスメントにおいて、例えば心因性ＥＤの場
合には、従来９つの評価指標を用いていたが、発明者の研究の結果、心因性ＥＤの場合に
おけるクラスタ分析は、３つの指標のみを用いて行うことが出来ることが判明した。当該
３つの指標は「ＥＤにおける心理学柔軟性」ＡＦＱ－ＥＤ、「パートナーとの性に関する
コミュニケーション」ＳＲＱ、「全般的な心理的柔軟性」ＰＦＱである。
患者を該当するクラスタに分類したならば、リンク付けブロック１０Ｂ３において、分類
された患者のクラスタに対して有効な治療モジュールを（リンク付けて）決定する（ステ
ップＳ９）。そしてステップＳ１０に進む。
ステップＳ７～Ｓ９は、モジュール選択パート１０Ｂにおいて実行される。
【００７２】
ステップＳ１０において、（治療モジュールを決定された）当該患者は、この時点でシス
テム１００からログアウトするか否かを判断する。
患者が、第１回目のアクセスとして治療モジュールの提示で満足するのであれば（ステッ
プＳ１０がＹｅｓ）ログアウトして、当該患者について１回目のアクセスは終了する。当
該患者が再度アクセスする（２回目以降のアクセスを行う）場合については、図７を参照
して説明する。
患者が治療モジュールの提示のみならず、提示された治療モジュールの実行を求めるので
あれば（ステップＳ１０がＮｏ）、治療モジュールパート１０Ｃにより、モジュール選択
パート１０Ｂで選択された治療モジュールを実行する（ステップＳ１１）。この実行の態
様は、治療モジュールの内容により異なる。
実行後、ステップＳ１０に戻る。
【００７３】
図示されていないが、ステップＳ１１（及び図７を参照して後述するステップＳ１６）に
おいて、患者のクラスタに対応して提示された治療モジュールの治療プログラム（エクサ
サイズやワーク等）、ホームワーク、Ｔｉｐｓの一部を患者側端末３に送信することが出
来る。患者側端末３に治療プログラム、ホームワーク、Ｔｉｐｓの一部を送信することに
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より、ネット環境が整っていない場所で、或いはオフラインで、当該患者は治療プログラ
ムを実行できる。そのため、例えば通信・ネット環境の不具合発生時や、治療が終了して
システム１００にアクセスできなくなった場合（非アクティベート化された場合）でも、
当該患者は治療モジュールで行われたエクササイズやワーク（例えば注意訓練のための音
声等）、ホームワーク、Ｔｉｐｓの一部を引き続きオフラインで実行・閲覧することで治
療の中断を防止し、また、治療効果の持続と再発予防に役立てることが出来る。
オフラインで行われたエクササイズやワークアウト、ホームワーク、Ｔｉｐｓについて、
介入の記録としてシステム１００側で記録されないため、適切な評価が出来なくなること
を防止するために、オフラインで行われたエクササイズやワークアウトについてシステム
１００側に送信することが可能である。
【００７４】
治療モジュールを実行する際に、実行した治療モジュールの記録を音声入力可能に構成す
ることが出来る。
治療モジュールを実行したならば（ステップＳ１１）、診断横断的（心理的柔軟性）測定
指標と疾患横断的測定指標、既存の評価尺度等により、介入の効果を測定する（ステップ
Ｓ１１１：評価）。介入の効果を測定した後、医師・患者に対してフィードバックする（
ステップＳ１１２）。フィードバックに際しては、患者側の端末３やウェアラブル機器等
を用いて患者の日常生活下データを取得して、記録することが出来る。これにより介入前
後の効果測定の結果をグラフ等によりレポート形式に表現して、医師・患者に対してフィ
ードバックすることが可能である。そして、所定の回数や期間毎に、治療モジュールと、
それによる変化（介入による評価指標の変化、日常生活下データの変化等）が理解できる
ような報告（レポート）を作成して、医師や患者に提示することが出来る。
【００７５】
フィードバック（ステップＳ１１２）に際して、「前回のワーク、エクササイズでは〇〇
でした。」という様なメッセージを治療用アプリ側から患者に送信することが出来る。
係るメッセージを受信した患者は「自分のことを忘れていない」、「注目されている」と
いう様な印象を持ち、係る印象は当該患者が治療用アプリを継続する意欲を高めることが
出来る。
また、フィードバック（ステップＳ１１２）に際して、表情による感情認識ＡＩを用いる
ことにより、患者の感情やストレスの度合いを客観的に判断することが出来る。
さらに、脈拍センサー、体温センサー等を内蔵したイヤホンを患者が装着すれば、雑音で
音声が聞こえない環境下であっても、日常性下データ、特に脈拍の様に音声、振動により
検出される日常生活下データが取得できる。同様に、体温のデータも取得できる。フィー
ドバックに際しては、その様に取得された脈拍データや体温データにより、患者の感情変
化やストレスを判定することが可能である。
【００７６】
図示の実施形態において、日常生活下データを活用して、アクセプタンス＆コミットメン
ト・セラピー（ＡＣＴ）における「心理的柔軟性」や「マインドフルネス」の程度を可視
化することが出来る。
日常生活下データとして、例えば、患者の胸部にセンサーを貼り付けて心拍を測定し、自
律神経機能のバランスを示すパラメーターであるＬＦ／ＨＦ（低周波ＬＦと高周波ＨＦの
パワーの比率：交感神経と副交感神経の全体のバランスを示す）を計算して、自律神経の
状態を提示することが出来る。ここで、患者の胸部に貼り付けるセンサーとしては、公知
、市販のものを使用することが出来る。当該センサーで測定されたデータは患者側の情報
処理端末３にデータとして送信され、蓄積される。計測された心拍のデータから求めたＬ
Ｆ／ＨＦを、当該患者におけるＬＦ／ＨＦの傾向と比較することにより、当該時点におけ
る患者の自律神経のバランスに異常があるか否かを判定し、治療の効果を確認することが
出来る。
また日常生活下データとして、ホルモン／ストレスレベルを計測して評価指標に用いるこ
とが出来る。例えば唾液中のコルチゾール、アミラーゼをセンサーで計測して、患者側の

10

20

30

40

50



(23) JP　7038388　B2　2022.3.18

情報処理端末３にデータとして送信する。或いは、センサーによりドーパミンやセロトニ
ンの血中濃度を計測して患者側の情報処理端末３に送信して、治療の効果の指標とするこ
とが出来る。セロトニンについては、脳波測定器を用いてα波を特定することにより計測
することも出来る。
ここで、日常生活下データとして、脳波に代えて脳血流を測定することが出来る。例えば
、右前頭極の過活動が自己注目と関連するので、右前頭極の脳活動を、脳血流（ＮＩＲＳ
）センサーにより計測して、予期不安や自己注目の指標とすることが可能であり、自意識
過剰になっている状態をリアルタイムで検出することが可能である。
【００７７】
さらに、会話の回数、頻度、会話を行った時間、会話における情報量の様な物理量及び情
報量であるコミュニケーション量をスマートフォン（ＰＣ、タブレットでも可能）で計測
して、日常生活下データとして用いることも出来る。コミュニケーション量の計測方法と
して、スマートフォン等のデバイスに組み込まれたＩＣチップを検知して、当該ＩＣチッ
プと近接した回数、近接した時間を自動的に計測することも可能である。
日常生活下データとして、ウェラブル機器等で取得することが出来る生理学的データであ
るデジタルバイオマーカーを取得し、蓄積することにより、疾患の発症予測や状態把握・
管理等に利用し、アセスメントの精度を向上させることが可能である。そして、よりパー
ソナライズされた最適な治療法を提案／提供することが出来る。さらに、機械学習やＡＩ
を用いたアルゴリズム開発におけるビッグデータとなり得る。
このビックデータを活用し、例えばＡＩを用いることにより、疾病の予測が可能であり、
当該予測に基づいて予防対策を構築することも出来る。そして、疾病罹患を予防するため
の介入が可能である。或いは、ビックデータをＡＩで分析し、その分析結果に基づいて、
個々の患者の個性、疾病の程度等に合致した内容（個々の患者に合った内容）の治療用ア
プリ、すなわち、患者毎にカスタマイズされたアプリを提供することが可能になる。
【００７８】
ここで、患者側の情報処理端末３（例えば、スマートフォン、ＰＣ、タブレット、ウェラ
ブルデバイス等）に日常生活下データを記録する「生活記録表」としての機能を持たせる
ことが出来る。従来、患者は、紙媒体に日常生活下データを記録していたが、「生活記録
表」に対して電子的に日常生活下データを記録することにより、スマートフォン、ＰＣ、
タブレット、ウェラブルデバイス等を操作する平易性に起因して、日常生活下データをリ
アルタイムで記録することが可能になる。紙媒体に記録する場合、一定期間が経過した時
点で当該期間の生活下データを纏めて記録する傾向があり、その結果、バイアスが掛かる
可能性（事実や実際に感じたものとは異なる内容を紙媒体に記入する可能性）がある。患
者側の情報処理端末３に日常生活下データをリアルタイムで電子的に記録することにより
、その様なバイアスや虚記憶の想起を防止して、紙媒体への記録よりも適切で妥当な日常
生活下データを保存することが出来る。
【００７９】
上述した様に、本発明では、日常生活下データを活用して、アクセプタンス＆コミットメ
ント・セラピー（ＡＣＴ）における「心理的柔軟性」や「マインドフルネス」の程度を可
視化することが出来る。日常生活下データにおける心理データの例として、例えば、生態
学的瞬間評価（ＥＭＡ）の手法を用いて、毎朝、毎晩、その時の気分や感情、思考をその
場でその時その瞬間に回答してもらうことが挙げられる。その場でその時その瞬間に回答
してもらう（リアルタイムに回答してもらう）ことにより、記憶にバイアスが掛かること
を防止出来る。ここで、回答のタイミングとしては、「毎朝、毎晩」を例示したが、定時
に限定される訳ではなく、一定の時間帯（例えば、朝は７時～８時、晩は１９時～２２時
）の中でランダムにリマインダ通知が送信されることで、回答を促すことが出来る。
なお、生態学的瞬間評価（ＥＭＡ）の手法は、心拍数、血圧、血中酸素濃度、歩数、睡眠
時間や睡眠の質（眠りが深い・浅い等）、活動量、行動範囲（行動履歴：例えばＧＰＳに
より計測・取得）、血糖値等の生理データにも適用される。
【００８０】
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ステップＳ１１１における評価に際しては、例えば、患者が（介入の効果の）測定指標の
回答を入力するが、その際に、入力までの時間を記録し、心拍数や血圧を測定し、例えば
患者側端末３がスマートフォンやＰＣである場合にはそのカメラを用いて患者の瞳孔開閉
の様子や視線の向きや瞬きの回数を計測し、呼吸の回数や体温を計測し、或いは、顔色を
観察して、指標入力時における客観的な情報をモニタリングすることが出来る。以て、回
答の精度や回答者の状態を客観的にモニタリングして、例えば、回答者である患者が測定
指標をいい加減に入力したことや、「改善された」という結果を得るために偽りの入力を
すること、ストレスが掛かること等を抑制することが出来る。さらに、心拍数、血圧等を
計測することが可能である。
ここで、患者が音声により回答をした場合等において、ＡＩにより患者の音声を解析、判
断して、患者が治療に真剣に取り組んでいるか否かを判定し、或いは、患者の真剣さの度
合い（患者の本気度）を判定することが可能である。
図示はされていないが、匂いセンサー、脳波センサー、脳血流センサー等のデバイスを装
着し、当該センサーにより回答者の客観的な情報を取得し、回答者の心身の状態を計測し
て、クラスタ分析の際の要因とすることも可能である。
【００８１】
ステップＳ１１１における介入後の評価に応じて、自動的に、患者に対してホームワーク
を指示することが出来る（ステップＳ１１３）。ステップＳ１１３においては、介入後の
評価に応じて、自動的に、次回の介入（システム１００へのアクセス）を提案或いは指示
することが出来る。これにより、改善するまでアクセスを繰り返す様にせしめることが出
来る。また、ステップＳ１１３において、システム１００にアクセスした患者は、治療に
関連する或いは治療に役立つ動画や音楽、音声、その他のコンテンツ（例えばマインドフ
ルネス瞑想）を順次視聴することが可能である（Ｔｉｐｓ）。Ｔｉｐｓでは、マインドフ
ルネス瞑想、香り、音楽、映像、振動、好ましい食品／食事の情報等のコンテンツを提供
する。この様なコンテンツは、五感を使うことにより治療効果とその持続、満足度を表す
指標であるＱＯＬの向上をもたらす。
【００８２】
上述した通り、ステップＳ２で認証を行った患者は直ちにステップＳ１１３に進んで、コ
ンテンツの視聴を行うことが出来る。
ステップＳ１１３の後、ログアウトする（ステップＳ１１４）。ログアウト後、実際に通
院する際には、システム１００における介入や評価の記録、取得された日常生活下データ
を（医師が）参照しつつ、医師による診察／面接が行われる。
【００８３】
次に図７を参照して、２回目以降のアクセスの場合について説明する。
ステップＳ１、Ｓ２は図６で説明したのと同様である。前述したように、ログイン・認証
パート１０Ｈは、例えば処方ＩＤとパスワードを発行し、アクセスしてきた患者の本人確
認を行う。図示はされていないが、例えば予め患者本人の同意を取り付けて、アクセスす
る回数や最初にアクセスしてからの期間（治療期間）を適宜設定して、設定した回数や期
間を超えた場合には非アクティベートすることが可能である。非アクティベートしてシス
テム１００へのアクセスが出来なくなったとしても、担当医師の指示により、患者は再度
システム１００にアクセスすることが可能である。
そしてステップＳ１３に進み、図６で説明したステップＳ３、Ｓ４、Ｓ６（問診、診断横
断的アセスメント、疾患特異的アセスメント）を実行する。そして、ステップＳ１４に進
む。図示されていないが、ステップＳ２で認証された患者は、ステップＳ３以降を実行す
ることなく、直ちにＳ１１３（ホームワーク、Ｔｉｐｓ）に進むことが可能である。
ステップＳ３において、については第１回目のアクセスの際と同様な内容になると予想さ
れるので、入力を省略することが可能である。
【００８４】
ステップＳ１４では、問診、診断横断的アセスメント、疾患特異的アセスメントを参照し
て、評価パート１０Ｄは患者が改善しているか否かを判断し、診断横断的（心理的柔軟性
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）測定指標と疾患横断的測定指標により、以前の介入の効果を測定する。ステップＳ１４
においても、患者側の端末３やウェアラブル機器等を用いて日常生活下データを取得して
、記録して、介入前後の効果測定の結果をグラフ等によりレポート形式に表現して、医師
・患者に対してフィードバックすることが可能である。
評価パート１０Ｄで改善したと判断された場合には（ステップＳ１４がＹｅｓ）、ステッ
プＳ１５に進む。
改善していないと判断された場合には（ステップＳ１４がＮｏ）、ステップＳ１６に進む
。ステップＳ１６では、前回のアクセスの際に提示された治療モジュールを実行する。
図７では明示されていないが、図２を参照して説明したように、患者が直ちに治療モジュ
ールの実行を望む場合には、ステップＳ２で認証された後、ステップＳ１３、Ｓ１４、Ｓ
１６を飛び越えて、直ちにステップＳ１６に進むことが可能である。
【００８５】
改善していないと判断された場合において（ステップＳ１４がＮｏ）、所定の期間や回数
だけ選択された治療モジュールを繰り返していても改善しないと判断されれば、モジュー
ル選択パート１０Ｂにおいて、第１回目のアクセスで選択されたその他の治療モジュール
が提案される。
或いは、ステップＳ１３の診断横断的アセスメント、疾患特異的アセスメントに基づいて
、モジュール選択パート１０Ｂで新たに治療モジュールが提案される。
【００８６】
ステップＳ１７では、患者はシステム１００からログアウトするか否かを選択する。ログ
アウトしない場合には治療モジュールを続行する（ステップＳ１７がＮｏのループ）。
ステップＳ１５（ステップＳ１４がＹｅｓの場合）に、患者はシステム１００からログア
ウトして、ステップＳ１８に進む。
ステップＳ１８では、例えば評価パート１０Ｄにおいて、経過観察が必要か否かを判断す
る。その際、評価パート１０Ｄでは、問診やインテーク、診断横断的アセスメント、疾患
特異的アセスメントに基づいて、再発の可能性が判断される。そして、再発の可能性が有
る場合（ステップＳ１８がＹｅｓ）、所定期間経過後、システム１００側から患者側の情
報端末にアクセスして、所定事項の問診等により経過観察が実行される（ステップＳ１９
）。
【００８７】
図６、図７では示されていないが、患者に対して、定期或いは不定期に治療用アプリ使用
を促すリマインド通知や励まし等のメッセージを送信すること、ゲーム的な要素を応用す
ることも可能である。さらに、システム１００にアクセスすることについて患者に何かし
らの報酬を与えることも可能である。そして、システム１００にアクセスして治療用アプ
リを積極的に実行しようとする動機付けを高め、治療を継続する（治療用アプリを継続使
用する）という「正」の行動を強化することが可能である。
これ等により、患者の継続使用の意欲（システム１００にアクセスして治療モジュールを
実行し続けたいという意欲）を高めて、治療途中でシステム１００にアクセスしなくなる
（治療途中で脱落する）事態を抑制し、システム１００による治療効果（或いは治療用ア
プリの効果）を向上する。
【００８８】
図示はされていないが、診断横断的アセスメント、疾患特異的アセスメント、治療モジュ
ール（治療プラグラム：エクササイズ）、ワーク、ホームワーク、Ｔｉｐｓ、評価等を実
行するに際して、スマートスピーカー等を用いて、音声による質問項目の読み上げ、指示
、ガイダンスその他に対して、患者が音声により入力し、記録し、応答すること等を可能
にして、音声により相互に作用する機能（インタラクティブな機能）を発揮する様に構成
することが可能である。
また図示の実施形態においては、サーバー１０に対して、疾病に対応したカスタマイズ、
患者側のアプリケーションに対応させるカスタマイズ等を行うことが可能である。カスタ
マイズの手法については、公知技術を適用可能である。
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【００８９】
明確には図示されていないが、図示の実施形態において、患者の服薬等の治療・行動を記
録して、当該記録を医師がチェックすることが出来る。そのチェックは、医療機関側の情
報処理端末４を介して行うことも出来るし、或いは直接、医師がチェックすることが出来
る。
患者の治療・行動の記録を行うために、図示の実施形態では、例えば、患者側の情報処理
端末３にカレンダー機能がインストルールされ、カレンダーの各日付に患者の服薬（治療
）の記録や、行動記録（例えばＥＤ患者であれば性行為に関する記録）を記載できるよう
に構成することが可能である。そして、カレンダーの各日付の記録を、医師がチェックす
ることが出来る。
【００９０】
また、図示の実施形態において、所定期間（例えば２週間）毎に医師による診察（患者が
医療施設に通院して診察する場合、システム１００に設けられたオンライン機能による診
察を行う場合を含む）を実行し、当該患者の状況に対応して、治療方針や治療に用いられ
る薬剤の処方等を決定することが出来る。その際に、改めてアセスメント（診断横断的ア
セスメント、疾患特異的アセスメント）を実行し、クラスタ分析に基く特定の集団への分
類を行い、患者に提供するワーク等を新たに設定することが出来る。そして、改めて実行
されたアセスメントの結果を、診察に活用することも可能である。
患者が属する特定の集団（例えばクラスタ１）を変更せず、日常生活下データ、ＥＭＡの
変化に対応して、治療方針、処方、ワーク内容等を変更することが出来る。
所定期間毎に医師による診察を行い、新たなワークを提供することにより、患者毎にパー
ソナライズされた治療を提供することが出来る。これにより、最適な治療を提供出来る。
なお、医師による診察、新たに設定された治療方針、薬剤の処方等については、データベ
ース１０Ｆ等に記録することが出来る。
【００９１】
図示の実施形態のシステム１００によれば、患者の治療に際して、日常生活下データを活
用しながら、心理社会的問題、生活適応やストレス等に対して、患者がどの程度適応的に
行動できているのか、或いは非適応的に行動しているのかをアセスメントする診断横断的
アセスメントと、疾患の特定を行い、当該疾患に特徴的な症状に対して、患者がどの程度
適応的に行動できているのか、或いは非適応的に行動しているのかをアセスメントする疾
患特異的アセスメントの結果に基づいて、その患者に最適な治療モジュールを提供するこ
とが出来る。
そして、選択された治療モジュールを実行した後、評価尺度を適用して治療効果の評価を
評価パート１０Ｄにより実施し、評価結果を患者にフィードバックすると共に、治療効果
について良好な評価がされない場合には、評価結果をモジュール選択パート１０Ｂに送信
し、モジュール選択パート１０Ｂで新たな治療モジュールが選択される。例えば、疾患特
異的アセスメントの結果に基づいて選択された治療モジュールには効果が低かった場合に
、診断横断的アセスメントの結果に基づいて選択された治療モジュールを提案することが
可能である。
ここで、患者側の端末３やウェアラブル機器等を用いて患者の日常生活下データを取得し
、記録して、介入前後の効果測定の結果をグラフ等によりレポート形式に表現して、医師
・患者に対してフィードバックすることも可能である。
【００９２】
診断横断的アセスメントパート１０Ａ１と疾患特異的アセスメントパート１０Ａ２とを併
せ持つプラットフォームを構成する図示の実施形態では、「結果」ではなく、プロセスに
着目する。例えば、心因性ＥＤの患者であれば、「勃起しない」という症状が改善したか
否かよりも、当該患者の心理的プロセスの段階が進み、心の使い方が向上したか否かに着
目する。心理的プロセスの段階が進み、心の使い方が向上すれば、新しい行動パターンの
獲得、学習が行われたことになり、上述の心因性ＥＤの患者であれば、「勃起しなくとも
大丈夫」、「パートナーとの付き合いは性行為が全てではない」と考え方の幅を広げるこ
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とが出来て、その結果、心因性ＥＤが治癒される。
【００９３】
そして図示の実施形態によれば、最適な治療モジュールを提供し以てプロセスベースドＣ
ＢＴによる治療を実行することで、患者毎、或いは疾患の種類毎にカスタマイズした上で
一定の効果を上げることが可能である。そして、診断横断的なアセスメント、疾患特異的
なアセスメントが量的測定指標を用いて実行されてクラスタ判定を行われることにより、
治療のパーソナライズ化、最適化が図られる。例えば、うつ病、不安症、生活習慣病、慢
性疼痛、性機能障害、心因性勃起障害（ＥＤ）、各種依存症等に対して、治療効果を発揮
することが出来る。また、これらの疾患が合併していても治療効果を発揮することが出来
る。
図示の実施形態のシステム１００を適用することにより、心理社会的問題、生活適応やス
トレス等に対して、患者が適応的に行動できていれば、血圧が安定し、血流が改善され、
自律神経が調節されて免疫力が向上する。そのため、上述した様なサーバー１０を有する
実施形態のシステム１００は、コロナウィルス等の感染症の予防に対しても適用可能であ
る。
また、幹細胞を用いた再生医療や幹細胞の上清を用いた治療と、本発明の治療用アプリと
を組み合わせ、併用することで、より高い治療効果が期待できる。
【００９４】
それに加えて図示の実施形態では、量的測定指標や客観的なモニタリング手法、クラスタ
分析を用いることが出来るので、第三者に対してプログラムのアルゴリズムを明確に説明
することが可能であり、実際の結果による証拠とすることが容易である。そのため、各種
承認に必要なデータを用意することが容易になる。
【００９５】
図示はされていないが、図示の実施形態に係るシステム或いは方法を、複数名で一緒に使
用することが可能である。例えば、ＥＤや不妊症（男性、女性）の患者におけるパートナ
ー、うつ病や不安障害の患者における家族や援助者等が治療等に必要な情報やコンテンツ
を患者と共有し、治療モジュールに係るエクササイズを患者と共同で実行することで患者
と伴走し、疾患や援助の仕方についての理解と実践を深めることが出来る。これにより、
患者が積極的に治療方針の決定に参加し、その決定に従って治療を受けて（アドヒアラン
ス）、治療効果の向上を図ることが出来る。
【００９６】
図示の実施形態はあくまでも例示であり、本発明の技術的範囲を限定する趣旨の記述では
ないことを付記する。
例えば、図示の実施形態では主として心因性ＥＤ治療を例示しているが、本発明は、配偶
者またはパートナーとの関係性の問題、うつ病、強迫症、パニック症、広場恐怖症、全般
性不安症や社交不安症やスピーチ不安、限局性恐怖症、心的外傷後ストレス障害、不眠症
、過敏性腸症候群、摂食障害と肥満、肥満その他の生活習慣病、双極性障害、境界性パー
ソナリティー障害、注意欠如・多動症、慢性または持続性疼痛、性機能障害、勃起障害以
外の配偶者またはパートナーとの関係性の問題、アルコール依存その他の各種依存症、統
合失調症及び他の重度精神病、不妊症（男性、女性）、アトピー性皮膚炎、過活動膀胱（
尿失禁）、アンチエイジング、更年期障害、月経前症候群（ＰＭＳ）、心因性視覚障害、
歯科心身症、醜形恐怖症等に対して、またこれらの疾患が合併していても適用可能である
。
そして図示の実施形態では、複数の合併する疾患症状／状態のアセスメントが可能であり
、パーソナライズされた最適な診断横断的治療法を提案或いは提供することが出来る。例
えば、心因性ＥＤのアプリにおいて、抑うつ、不安、糖尿等の合併傾向もアセスメントす
ることが出来る。或いは、複数の不定愁訴から更年期障害のアセスメントが出来る。
【符号の説明】
【００９７】
１・・・制御装置
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３・・・患者側の情報処理端末（例えばスマートフォン）
４・・・医療機関側の情報処理端末（例えばＰＣ）
１０・・・サーバー
１０Ａ１・・・診断横断的アセスメントパート
１０Ａ２・・・疾患特異的アセスメントパート
１０Ｂ・・・モジュール選択パート
１０Ｃ・・・治療モジュールパート
１０Ｄ・・・評価パート
１０Ｆ・・・データベース
１０Ｈ・・・ログイン・認証パート
１００・・・システム
【図１】
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【図２】

10

20

30

40

50



(30) JP　7038388　B2　2022.3.18

【図３】
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【図４】
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【図６】
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【図７】
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